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第１部 総 論 

第１章 計画策定の概要 

１．計画策定の趣旨 

わが国では、少子高齢化が急速に進行した結果、2008 年（平成 20 年）をピークに総

人口が減少に転じていますが、その一方で総人口に占める高齢者人口の割合の推移をみる

と、1950 年（昭和 25年）の 4.9％以降一貫して上昇が続いており、1985 年（昭和 60

年）に 10％、2005 年（平成 17 年）に 20％を超え、2019 年（令和元年）は 28.4％

となりました。 

国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、この割合は今後も上昇を続け、いわゆ

る団塊の世代全てが 75 歳以上となる 2025 年（令和７年）には 30.0％となり、第２次

ベビーブーム期（1971年～1974 年）に生まれた世代が 65歳以上となる 2040 年（令

和 22 年）には、35.3％になると見込まれています。 

本町においても高齢者人口は増加傾向にあり、高齢化率は 2019年（令和元年）時点の

17.8％から 2025 年（令和７年）には 18.0％、2040 年（令和 22 年）には 21.9％に

なると見込まれています。 

このように、総人口・現役世代人口が減少する一方で介護ニーズの高くなる 85 歳以上

人口が増加することが見込まれます。また、高齢者の単独世帯や夫婦のみの世帯の増加、

認知症の人の増加も見込まれるなど、介護サービス需要の多様化が想定されます。そのた

め、各地域の状況に応じた介護サービス基盤の整備や高齢者介護を支える人的基盤の確保

も重要です。 

介護保険制度では、このような将来を見据えて、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、

その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことを可能としていくため、医療、介護、

介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制「地域包括ケア

システム」を、深化・推進していく取組を進めてきました。 

本計画は、これまでの取組や 2025 年及び 2040 年の状況を見据えた上で、第８期（令

和３年度～令和５年度）計画期間内における市町村介護保険事業計画と、高齢者福祉に関

する総合的な計画である高齢者福祉計画を一体的に策定したものです。 
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２．計画の位置づけ 

（１）老人福祉法（第 20 条の 8）に規定する『市町村老人福祉計画』及び介護保険法（第

117 条）に規定する『市町村介護保険事業計画』に該当する計画です。 

（２）平成 29 年度に策定した「粕屋町高齢者福祉計画・介護保険事業計画」について各種

事業の実施状況等を評価するとともに、第８期における関連法の制度改革等に対応し

た計画として策定するものです。 

（３）2025 年（令和７年）、2040 年（令和 22 年）の高齢者の状況やサービス水準を見

込み、中・長期的なビジョンを盛り込んで策定するものです。 

（４）『第５次粕屋町総合計画』をはじめとした町の関係計画との整合性を図って策定してい

ます。 

（５）国の基本指針に沿って策定しています。 

（a）2025・2040 年を見据えたサービス基盤、人的基盤の整備 

（b）地域共生社会の実現 

（c）介護予防・健康づくり施策の充実・推進 

（d）有料老人ホームとサービス付き高齢者住宅に係る都道府県・市町村間の情報連携の

強化 

（e）認知症施策推進大綱を踏まえた認知症施策の推進 

（f）地域包括ケアシステムを支える介護人材確保及び業務効率化の取組の強化 

（g）災害や感染症対策に係る体制整備 
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３．計画の期間 

本計画は、令和３年度から５年度までの３年間を計画期間とします。 

平成 30 年度～令和２年度 
令和３年度 

2021 年度 

令和４年度 

2022 年度 

令和５年度 

2023 年度 

令和６年度～令和８年度 

2024 年度～2026 年度 

       

 

 

４．計画の策定体制 

計画策定にあたっては、高齢者団体、医療・保健・福祉関係者、公益性が高い団体の代

表、被保険者の代表などで構成する「粕屋町高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定協議

会」を設置し、関係資料やアンケート調査の結果などを踏まえ、計画の基本理念、目標及び

実施事業について審議を行いました。 

高齢者福祉計画・第７期介護保険 

事業計画 高齢者福祉計画・第８期介護 

保険事業計画 高齢者福祉計画・第９期 

介護保険事業計画 
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第２章 高齢者を取り巻く状況 

１．高齢者等の状況 

（１）人口の推移 

粕屋町の総人口は、令和２年 10 月１日現在で 48,221 人であり、このうち高齢者数は

8,594 人で、高齢化率は 17.8％となっています。 

総人口の推移をみると、平成 29 年以降一貫して増加傾向にあり、平成 28 年と比較す

ると、1,927 人の増加となっています。 

 

【年齢３区分別人口】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：住民基本台帳（各年 10月１日現在） 

8,718 8,811 8,847 8,663 8,678 

29,578 29,916 30,271 30,591 30,949 

7,998 8,205 8,358 8,475 8,594 

46,294 46,932 47,476 47,729 48,221

17.3% 17.5% 17.6% 17.8% 17.8%

0.0%

3.0%

6.0%

9.0%

12.0%

15.0%

18.0%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

（人）

0～14歳 15～64歳 65歳以上 総人口 高齢化率

（単位：人）

０～14歳 15～64歳 65歳以上

平成28年 46,294 8,718 29,578 7,998 17.3%

平成29年 46,932 8,811 29,916 8,205 17.5%

平成30年 47,476 8,847 30,271 8,358 17.6%

令和元年 47,729 8,663 30,591 8,475 17.8%

令和２年 48,221 8,678 30,949 8,594 17.8%

3区分別人口
高齢化率総人口
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（２）高齢化率の推移 

高齢化率の状況を全国・福岡県と比較すると、粕屋町の高齢化率は令和元年で 10 ポイ

ント程度低い水準ですが、年次推移をみると増加傾向にあります。 

 

【粕屋町・福岡県・全国の高齢化率】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：粕屋町 住民基本台帳（各年 10月１日現在） 

福岡県 人口移動調査（各年 10月１日現在） 

全 国 総務省統計局人口推計（各年 10月１日現在） 

平成30年 令和元年 令和２年

粕屋町 17.6% 17.8% 17.8%

福岡県 27.2% 27.5%

全国 28.1% 28.4% 28.7%

17.6% 17.8% 17.8%

27.2% 27.5%

28.1% 28.4%
28.7%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

粕屋町 福岡県 全国
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（３）高齢者世帯の推移 

高齢者世帯の推移をみると、平成 17 年以降全体では増加傾向にあり、平成 27 年には

5,136 世帯となっています。 

また、この中でも高齢者単身世帯（一人暮らし世帯）や高齢者夫婦世帯の割合が、増加

傾向にあります。 

 

【高齢者世帯数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※高齢夫婦世帯は、夫が 65歳以上、妻が 60歳以上の世帯 

資料：総務省統計局 国勢調査 

19.0% 21.3% 25.1%

23.6% 24.8%
26.0%

57.5% 53.9% 48.9%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

平成17年 平成22年 平成27年

高齢者単身世帯 高齢者夫婦世帯 高齢者同居世帯

659 900 1,290 
818 

1,051 
1,333 

1,996 
2,282 

2,513 

24.6%
26.1%

28.5%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

平成17年 平成22年 平成27年

（世帯）

高齢者同居世帯

高齢者夫婦世帯

高齢者単身世帯

一般世帯に占める高齢者のいる世帯の割合

3,473

4,233

5,136
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高齢者世帯の割合を全国・福岡県と比較すると、粕屋町は高齢者のいる世帯の割合が最

も低くなっていますが、年次推移をみると増加傾向にあります。 

 

【粕屋町・福岡県・全国の高齢者世帯の割合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：総務省統計局 国勢調査 

平成17年 平成22年 平成27年

高齢者単身世帯 19.0% 21.3% 25.1%

高齢者夫婦世帯 23.6% 24.8% 26.0%

高齢者同居世帯 57.5% 53.9% 48.9%

一般世帯に占める高齢者のいる世帯の割合 24.6% 26.1% 28.5%

高齢者単身世帯 26.0% 28.4% 30.7%

高齢者夫婦世帯 26.3% 27.0% 27.8%

高齢者同居世帯 47.7% 44.7% 41.5%

一般世帯に占める高齢者のいる世帯の割合 33.6% 35.2% 38.6%

高齢者単身世帯 22.5% 24.8% 27.3%

高齢者夫婦世帯 26.1% 27.2% 28.0%

高齢者同居世帯 51.5% 48.1% 44.7%

一般世帯に占める高齢者のいる世帯の割合 35.1% 37.3% 40.7%

全
国

粕
屋
町

福
岡
県
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２．要介護認定者の状況 

（１）認定者数・認定率の推移 

要介護（要支援）認定者数の推移をみると、平成 27 年度の 1,076 人から、令和元年度

には 1,276 人と増加し、平成 29 年度以降増加傾向にあります。 

これに伴い、認定率も平成 29 年度から増加傾向にあります。 

 

【要介護（要支援）認定者数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【要介護（要支援）認定率 全国・福岡県との比較】 

 

 

 

 

  

資料：平成 27年度から平成 30年度：厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」 

令和元年度：「介護保険事業状況報告（令和２年３月月報）」 

資料：地域包括ケア 見える化システム（各年度３月末時点） 

302 252 253 295 332 

774 810 912 939 944 

1,076 1,062 
1,165 1,234 1,276 

13.5% 13.0%

14.0%
14.6% 14.8%

8.0%

9.0%

10.0%

11.0%

12.0%

13.0%

14.0%

15.0%

16.0%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

（人）

要支援認定者数 要介護認定者数 認定率

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

粕屋町 13.5% 13.0% 14.0% 14.6% 14.8%

福岡県 19.2% 19.1% 19.1% 19.1% 19.1%

全国 17.9% 18.0% 18.0% 18.3% 18.5%
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（２）要介護度別認定者数（第２号被保険者を含む） 

要介護度別にみると、要支援１、２、要介護３、４は増加傾向にあります。 

 

【要介護度別認定者数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：介護保険事業状況報告（各年度３月末） 

160 175 182

102 133 158

283
306 277

209
208 228

144
164 169

159
162 170130
114 1181,187

1,262 1,302

0

500

1,000

1,500

平成29年度 平成30年度 令和元年度

（人）

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２

要介護３ 要介護４ 要介護５
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（３）前期・後期高齢者別認定者の構成比 

第１号被保険者の要支援・要介護認定者のうち、75 歳以上の後期高齢者が 86.2％を占

めています。 

 

【前期・後期高齢者別認定者の構成比】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前期・後期高齢者別認定者の割合を全国・福岡県と比較すると、粕屋町は後期高齢者の

割合が、全国、福岡県に比べわずかに低くなっています。 

 

【粕屋町・福岡県・全国の前期・後期高齢者別認定者の構成比】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

13.8%

11.5%

11.1%

86.2%

88.5%

88.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

粕屋町

福岡県

全国

前期 後期

資料：介護保険事業状況報告（令和２年３月月報） 

資料：介護保険事業状況報告（令和２年３月月報） 

13.8%

16.7%

19.1%

12.8%

6.4%

20.2%

13.5%

9.8%

86.2%

83.3%

80.9%

87.2%

93.6%

79.8%

86.5%

90.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

要支援1

要支援2

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

前期高齢者（65～74歳） 後期高齢者（75歳以上）
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３．介護保険給付実績の状況 

（１）訪問通所サービス 

訪問通所サービスの給付費の推移をみると、介護給付、予防給付ともに平成 29 年度か

ら令和元年度にかけて増加傾向にあります。 

 

【訪問通所サービス】 

（介護給付） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【訪問通所サービス】 

（予防給付） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：粕屋町 

資料：粕屋町 

599,674
683,023 713,570

58,762

65,000
73,358

94,949

116,630
123,901

753,384

864,653
910,829

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

平成29年度 平成30年度 令和元年度

訪問通所 短期入所 その他

（千円）

38,931 40,999 43,561

1,015
954

1,2809,578
9,276

10,995
49,524 51,229

55,836

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

平成29年度 平成30年度 令和元年度

訪問通所 短期入所 その他

（千円）
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（２）地域密着型サービス 

地域密着型サービスの給付費の推移をみると、介護給付は平成 29 年度から平成 30 年

度にかけて減少し、令和元年度にはやや増加しています。 

予防給付については、平成 29 年度から平成 30 年度にかけて増加し、その後令和元年

度には減少しています。 

 

【地域密着型サービス】 

（介護給付） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域密着型サービス】 

（予防給付） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：粕屋町 

資料：粕屋町 

163,746
152,197 157,650

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

平成29年度 平成30年度 令和元年度

（千円）
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0
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900

1,000

平成29年度 平成30年度 令和元年度

（千円）
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（３）施設介護サービス 

施設介護サービスの給付費の推移をみると、平成 29 年度から令和元年度に大きく減少

し。その後増加しています。 

施設の種類別にみると、介護老人保健施設はほぼ横ばいに近い推移となっており、介護

老人福祉施設、介護療養型医療施設は一貫して減少傾向にあります。 

一方、平成 30 年度からは介護医療院の実績がみられます。 

 

【施設介護サービス】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：粕屋町 

254,065 231,609 221,832

356,437 358,609 357,102

146,138

58,130
26,521

0

9,918 56,860

756,640

658,265 662,315

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

平成29年度 平成30年度 令和元年度

介護老人福祉施設 介護老人保健施設

介護療養型医療施設 介護医療院

（千円）
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（４）総給付費 

総給付費の推移をみると、予防給付、介護給付ともに平成 29 年度から令和元年度まで

一貫して増加傾向にあります。この結果、全体でも平成 29 年度から令和元年度にかけて

増加傾向で推移しています。 

 

【総給付費】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：粕屋町 

62,816 64,248 68,963

1,881,698 1,886,371 1,947,816

1,944,513 1,950,619 2,016,778

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

平成29年度 平成30年度 令和元年度

予防給付 介護給付

（千円）
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４．高齢者福祉を取り巻く課題 

基礎統計データ等に基づく現状分析や、アンケート調査結果等を通して、粕屋町の高齢

者福祉に関する課題を抽出します。 

 

（１）近年の社会動向及び基礎統計データ等より 

①人口構造の変化と介護保険事業について 

【現状】 
 

○今後、わが国の人口構造は、2025 年（令和７年）にはいわゆる団塊の世代全てが 75

歳以上となるほか、2040 年（令和 22 年）には、いわゆる団塊ジュニア世代が 65

歳以上になるなど、高齢化がさらに進行することが見込まれています。一方、75 歳以

上人口は、都市部では急速に増加し、もともと高齢者人口の多い地方でも緩やかに増

加するなど、各地域の状況は異なってきます。 

こうした中、介護保険制度の持続可能性を維持しながら、高齢者が可能な限り住み慣

れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことを可能としていくため

には、限りある社会資源を効率的かつ効果的に活用しながら、十分な介護サービスの

確保のみに留まらず、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包

括的に確保される体制「地域包括ケアシステム」を、各地域の実情に応じて深化・推進

していくことが重要です。 

 

【課題】 

 

将来の人口構造の変化を視野に入れながら、適切な介護サービスや、その他の在宅生

活を継続していくための、各種支援施策が提供される体制の整備を進めていく必要があ

ります。 
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②地域共生社会の実現に向けて 

【現状】 

○今後高齢化が一層進む中で、高齢者の地域での生活を支える地域包括ケアシステムは、

地域共生社会（高齢者介護、障がい福祉、児童福祉、生活困窮者支援などの制度・分野

の枠や、「支える側」、「支えられる側」という従来の関係を超えて、人と人、人と社会

がつながり、一人ひとりが生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らしていくこと

のできる包摂的な社会）の実現に向けた中核的な基盤となり得るものです。 

これまで介護保険制度においても、地域包括ケアシステムを推進する観点から共生型

サービスの創設のほか、生活支援や介護予防、認知症施策などの地域づくりに関係す

る取組が進められてきましたが、「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を

改正する法律」（令和２年法律 52 号）においては、2040 年を見据えて、また、地域

共生社会の実現を目指して、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する市

町村の包括的な支援体制の構築の支援、地域の特性に応じた認知症施策や介護サービ

ス提供体制の整備等の促進、医療・介護のデータ基盤の整備の推進、介護人材確保及

び業務効率化の取組の強化、社会福祉連携推進法人の創設など社会福祉法等に基づく

社会福祉基盤の整備と介護保険制度の一体的な見直しが行われました。 

 

【課題】 

 

今後は、包括的な支援体制の構築等の社会福祉基盤の整備とあわせて、介護保険制度

に基づく地域包括ケアシステムの推進や地域づくり等に一体的に取り組むことで、地域

共生社会の実現を図っていくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  第２章 高齢者を取り巻く状況 

17 

 

③認知症高齢者について 

【現状】 

○認知症施策については、これまで「認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）」に

基づき推進されてきましたが、今後、認知症の人の数が増加することが見込まれてい

ることから、さらに強力に施策を推進していくため、令和元年６月 18 日、認知症施

策推進関係閣僚会議において、認知症施策推進大綱がとりまとめられました。 

（認知症施策推進大綱の５つの柱） 

①普及啓発・本人発信支援 

②予防 

③医療・ケア・介護サービス・介護者への支援 

④認知症バリアフリーの推進・若年性認知症の人への支援・社会参加支援 

⑤研究開発・産業促進・国際展開 

 

【課題】 

 

今後は、認知症施策推進大綱の５つの柱に沿って、認知症の人ができる限り地域のよ

い環境で自分らしく暮らし続けることができる社会の実現を目指すために、認知症施策

を進めることが重要です。 

また、これらの施策は、認知症の人やその家族の意見も踏まえて推進することが重要

です。 

 

 

（２）介護予防・日常生活圏域ニーズ調査より 

 

【粕屋町介護予防・日常生活圏域ニーズ調査】 

○調査の目的 

粕屋町では、令和２年度に予定している高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画策定

の基礎資料とするため、町内在住の 65 歳以上の高齢者（要介護１～５を除く）を対象に

調査を実施しました。 

 

○調査設計及び回収結果 

調査対象と 

標本数 

町内に在住する 65歳以上の高齢者（要介護１～５を除く）：1,500人 

［無作為抽出］ 

調査方法 
郵送配布－郵送回収 

※記名式調査 

有効回収数 

（率） 
977人（65.1％） 

調査期間 令和２年１月 20日～２月３日 
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①高齢者の健康について 

 

【介護・介助の状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現状】 

 

 

 

 

 

 

 

【課題】 

 

 

 

 

 

  

86.9 6.7 4.2 2.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（ｎ=977）

介護・介助は必要ない

何らかの介護・介助は必要だが、現在は受けていない

現在、何らかの介護を受けている

無回答

■主な原因（ｎ＝106） 

高齢による衰弱：18.9％ 

関節の病気（リウマチ等）：17.0％ 

骨折・転倒  ：14.2％ 

心臓病    ：12.3％ 

物忘れ    ：10.4％ 

『介護・介助が必要な人』 

10.9％（106人） 

○何らかの介護・介助が必要な方に対し、その主な原因（疾病等）について質問した結果、

「高齢による衰弱」、「関節の病気（リウマチ等）」、「骨折・転倒」、「心臓病」、「物忘れ」

等が上位に挙げられました。また、性別にみると男性では「心臓病」、「物忘れ」、「視覚・

聴覚障害」の割合が高く、女性では「関節の病気（リウマチ等）」、「骨折・転倒」の割合

が高くなっています。 

 

性別・年齢別等の特性に応じた生活習慣病予防、介護予防事業の展開が必要です。 
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②リスク要因にみる状況 

 

【リスト該当者の状況】 

（運動器）                （口腔機能） 

 

 

 

 

（転倒）                 （認知機能） 

 

 

 

 

 

（閉じこもり）          （手段的自立度（ＩＡＤＬ）） 

 

 

 

 

 

（低栄養）                 （うつ） 

 

 

 

 

 

【現状】 

 

 

 

 

【課題】 

 

 

 

  

11.1 88.3 0.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（ｎ=977）

該当（３点以上） 非該当 無回答

24.7 73.6 1.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（ｎ=977）

リスク有り リスク無し 無回答

15.5 83.0 1.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（ｎ=977）

該当（１点以上） 非該当 無回答

7.9 87.4 4.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（ｎ=977）

該当（ＢＭＩ＜１８．５） 非該当 無回答

28.7 67.1 4.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（ｎ=977）

低下者 非該当 無回答

37.3 60.5 2.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（ｎ=977）

低下者 非該当 無回答

83.8 9.7 5.7 0.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（ｎ=977）

高い（５点） やや低い（４点） 低い（３点以下） 無回答

39.1 58.8 2.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（ｎ=977）

該当（１点以上） 非該当 無回答

○日常生活における運動機能・認知機能のリスク割合では、「うつ」「認知症」が高くなっ

ており、認知機能および精神面でのリスクが上位を占めています。 

認知症予防対策や、社会参加及び交流、生きがいづくりなど、うつ予防のための取

組が課題となっています。また、加齢に伴い増加する介護・介助の必要性に対し、若

い年代からの介護予防に関する取組を進めることが必要です。 

また、認知症については今後も増加が予測されることから、地域全体での支え合い

のために、正しい知識の習得と理解の促進、支え合いのための人材育成などが重要に

なります。 
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③高齢者の社会参加と介護予防 

 

【地域づくり活動への参加意向】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現状】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【課題】 

 

 

 

 

  

5.8

1.3

41.2

23.4

37.5

60.6

3.4

2.7

12.1

12.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【参加者として】

【運営・企画（お世話役）として】

各項目とも

（n=977）

是非参加したい 参加してもよい 参加したくない

既に参加している 無回答

○地域住民の有志により、健康づくり活動や趣味等のグループ活動を行って、いきいきし

た地域づくりを進める際の、参加者として、または運営・企画（お世話役）としての参

加意向を質問した結果、参加者としての『参加意向あり』（「是非参加したい」＋「参加

してもよい」）の割合は 47.0％と約半数を占めています。また、運営・企画（お世話役）

としての『参加意向あり』の割合は 24.7％でした。 

現在の地域活動への参加状況と比較すると、住民有志での地域づくり活動への参加意

向は高い傾向にあるといえます。今後、地域での支え合い活動を推進するにあたっては、

こうした人たちの参加を進めるための方策を検討していく必要があります。 
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（３）在宅介護実態調査より 

 

【粕屋町在宅介護実態調査】 

○調査の目的 

令和２年度に予定している高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画策定の基礎資料と

して、「高齢者の適切な在宅生活の継続」と「介護者（ご家族等）の就労の継続」の実現（い

わゆる介護離職ゼロ）等を検討することを目的としています。 

 

○調査設計及び回収結果 

調査対象と 

標本数 

在宅で生活する要支援・要介護認定者のうち、更新申請または変更申請に

伴い認定調査を受ける（受けた）方 

調査方法 
手法Ⅰ：訪問による聞き取り 

手法Ⅱ：郵送調査（400件） 

有効回収数 

（率） 

手法Ⅰ：83件 

手法Ⅱ：232件（58.0％） 
計 315件 

調査期間 
手法Ⅰ：令和元年 10月１日～令和２年１月 31日 

手法Ⅱ：令和２年１月 20日～令和２年２月３日 
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①傷病状況 

 

【現在抱えている傷病】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現状】 

 

 

 

 

 

 

【課題】 

 

 

  

34.0 

27.6 

26.3 

18.7 

17.8 

17.8 

13.7 

8.6 

5.7 

5.4 

4.1 

3.8 

1.9 

17.8 

3.5 

0.6 

4.4 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

認知症

眼科・耳鼻科疾患（視覚・聴覚障害を伴うもの）

心疾患（心臓病）

脳血管疾患（脳卒中）

筋骨格系疾患（骨粗しょう症、脊柱管狭窄症等）

糖尿病

変形性関節疾患

呼吸器疾患

腎疾患（透析）

悪性新生物（がん）

膠原病（関節リウマチ含む）

パーキンソン病

難病（パーキンソン病を除く）

その他

なし

わからない

無回答

全体

（ｎ=315）

○現在抱えている傷病では、「認知症」（34.0％）が最も多く、次いで「眼科・耳鼻科疾患

（視覚・聴覚障害を伴うもの）」（27.6％）、「心疾患（心臓病）」（26.3％）、「脳血管疾

患（脳卒中）」（18.7％）、「筋骨格系疾患（骨粗しょう症、脊柱管狭窄症等）」、「糖尿病」

（ともに 17.8％）となっています。 

一般高齢者のリスク要因として最も高かった認知症が、要介護認定者の有する傷病と

しても高い割合を占めていることから、認知症施策の推進及び認知症予防に関する取

組の重要性は高いものと考えられます。また、地域全体での支え合いに向けた認知症

への理解と支え合いのための人材育成も、喫緊の課題です。 
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②主な介護者の状況 

 

【主な介護者】 

 

 

 

 

 

 

 

【要介護者の性別・年齢別・要介護度別 主な介護者】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な介護者の要支援・要介護認定状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　
調
査
数

［
人

］

配
偶
者

子 子
の
配
偶
者

孫 兄
弟
・
姉
妹

そ
の
他

無
回
答

246 33.7 48.8 10.2      - 2.4 2.8 2.0
男性 74 58.1 35.1      -      - 2.7 1.4 2.7
女性 166 22.3 54.8 15.1      - 2.4 3.6 1.8
無回答 6 50.0 50.0      -      -      -      -      -

246 33.7 48.8 10.2      - 2.4 2.8 2.0
40～49歳 1 100.0      -      -      -      -      -      -
50～59歳 4 75.0 25.0      -      -      -      -      -
60～64歳 2 100.0      -      -      -      -      -      -
65～74歳 38 81.6 10.5      -      - 5.3 2.6      -
75歳以上 195 22.1 57.4 12.8      - 2.1 3.1 2.6
無回答 6 50.0 50.0      -      -      -      -      -

246 33.7 48.8 10.2      - 2.4 2.8 2.0
要支援１ 29 31.0 44.8 6.9      - 10.3 6.9      -
要支援２ 38 44.7 39.5 10.5      - 2.6 2.6      -
要介護１ 62 29.0 48.4 16.1      -      - 3.2 3.2
要介護２ 53 30.2 54.7 7.5      - 1.9 3.8 1.9
要介護３ 24 37.5 45.8 12.5      -      -      - 4.2
要介護４ 20 50.0 35.0 10.0      - 5.0      -      -
要介護５ 14 7.1 85.7      -      -      -      - 7.1
無回答 6 50.0 50.0      -      -      -      -      -

全体

要
介
護
度
別

全体

性
別

全体

年
齢
別

28.5 70.3

0.4

0.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（ｎ=246）

受けている 受けていない わからない 無回答

33.7 48.8 10.2

0.0 2.4

2.8 2.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（ｎ=246）

配偶者 子 子の配偶者 孫

兄弟・姉妹 その他 無回答
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【現状】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【課題】 

 

 

 

 

 

 

  

○主な介護者では、「子」が最も多く、次いで「配偶者」、「子の配偶者」となっています。 

○年齢別にみると、74 歳以下の前期高齢者では「配偶者」が最も多く、75 歳以上では

「子」が最も多くなっています。 

○主な介護者の要支援・要介護認定状況では、「受けていない」（70.3％）が最も多く、次

いで「受けている」（28.5％）、「わからない」（0.4％）となっています。 

主な介護者が要支援・要介護認定を受けている割合が３割程度みられます。今後、高

齢化の進行に伴い“要介護者が要介護者を介護する”状況の進行が懸念されます。 
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③主な介護者が行っている介護 

 

【主な介護者が行っている介護】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現状】 

 

 

 

 

 

 

 

【課題】 

 

 

 

  

78.9 

75.2 

70.3 

69.1 

50.4 

30.5 

30.1 

27.2 

27.2 

24.8 

18.3 

17.1 

15.9 

13.8 

2.8 

0.0 

1.6 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

その他の家事（掃除、洗濯、買い物等）

外出の付き添い、送迎等

金銭管理や生活面に必要な諸手続き

食事の準備（調理等）

服薬

入浴・洗身

衣服の着脱

屋内の移乗・移動

認知症状への対応

身だしなみ（洗顔・歯磨き等）

食事の介助（食べる時）

夜間の排泄

日中の排泄

医療面での対応（経管栄養、ストーマ等）

その他

わからない

無回答

全体

（ｎ=246）

○主な介護者が行っている介護では、「その他の家事（掃除、洗濯、買い物等）」（78.9％）

が最も多く、次いで「外出の付き添い、送迎等」（75.2％）、「金銭管理や生活面に必要

な諸手続き」（70.3％）、「食事の準備（調理等）」（69.1％）、「服薬」（50.4％）となっ

ています。 

介護サービスに加え、身の回りのお世話や外出支援、金銭・服薬の管理といった支援

に向け、地域での支え合いを念頭に、住民主体のサービスや地域活動の担い手等による

支援体制の整備が望まれます。 
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④主な介護者が不安に感じる介護 

 

【主な介護者が不安に感じる介護】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現状】 

 

 

 

 

 

 

【課題】 

 

 

  

28.5 

26.0 

25.2 

21.5 

19.9 

11.4 

10.2 

10.2 

8.1 

8.1 

7.3 

5.3 

4.9 

3.7 

5.7 

5.7 

1.6 

10.6 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

認知症状への対応

入浴・洗身

外出の付き添い、送迎等

日中の排泄

夜間の排泄

食事の準備（調理等）

屋内の移乗・移動

服薬

食事の介助（食べる時）

金銭管理や生活面に必要な諸手続き

その他の家事（掃除、洗濯、買い物等）

身だしなみ（洗顔・歯磨き等）

医療面での対応（経管栄養、ストーマ等）

衣服の着脱

その他

不安に感じていることは、特にない

主な介護者に確認しないと、わからない

無回答

全体

（ｎ=246）

○主な介護者が不安に感じる介護では、「認知症状への対応」（28.5％）が最も多く、次い

で「入浴・洗身」（26.0％）、「外出の付き添い、送迎等」（25.2％）、「日中の排泄」（21.5％）、

「夜間の排泄」（19.9％）となっています。 

 介護に関する不安解消のためには、認知症状への対応をはじめ、入浴・洗身、外出の

付き添い、送迎、日中・夜間の排泄等に対応できる多様な在宅サービスの充実が必要で

す。また、家族介護者の負担軽減に向けた支援も必要になります。 
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⑤就労の継続について 

 

【主な介護者の勤務形態】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【働き方の調整等の有無】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

23.6 15.9 49.2

0.8

10.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（ｎ=246）

フルタイムで働いている

パートタイムで働いている

働いていない

主な介護者に確認しないと、わからない

無回答

30.9 

17.5 

17.5 

3.1 

38.1 

1.0 

2.1 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

労働時間を調整しながら

働いている

休暇を取りながら働いている

労働時間・休暇・在宅勤務以外の

調整をしながら働いている

在宅勤務を利用しながら

働いている

特に行っていない

主な介護者に確認しないと、

わからない

無回答
全体

（ｎ=97）
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【今後の介護継続意向】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現状】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【課題】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

『難しい』 16.5％ 

20.6 52.6 10.3 6.2

4.1

6.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（ｎ=97）

問題なく、続けていける

問題はあるが、何とか続けていける

続けていくのは、やや難しい

続けていくのは、かなり難しい

主な介護者に確認しないと、わからない

無回答

○主な介護者が今後も働きながら介護を継続できるかたずねたところ、「問題はあるが、何

とか続けていける」（52.6％）が最も多く、次いで「問題なく、続けていける」（20.6％）、

「続けていくのは、やや難しい」（10.3％）、「続けていくのは、かなり難しい」（6.2％）、

「主な介護者に確認しないと、わからない」（4.1％）となっています。この結果、今後

も働きながら介護を続けていくことが『難しい』（「続けていくのは、やや難しい」＋「続

けていくのは、かなり難しい」）と考える人の割合は、全体の 16.5％を占めています。 

今回の調査結果から介護離職に関する状況を考察すると、要介護者に「認知症状へ

の対応」、「日中・夜間の排泄」、「食べるとき、調理に係る食事の介助」等が必要と

なった場合や重度化することが、将来を不安に感じ、主な介護者にとって就労の継

続が難しいと判断する要因の一つになるのではないかと考えられます。 

こうした状況からは、負担が大きい介護が必要になる状態への進行や、重度化を防

ぐための予防事業が必要であることがうかがえます。また、介護者の就労の継続と、

高齢者の在宅生活の継続のためには、上記の介護負担を軽減するための訪問系、ま

たは介護者の休息のための短期入所系サービスなどの充実や、適切な利用に向けた

支援が必要となります。 
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第３章 計画の基本的な考え方 

１．基本理念 

粕屋町は、現在のところ、国・県に比べて、高齢化の進行は緩やかで要介護認定率も低

くなっています。しかしながら、介護サービス費は年々増加傾向にあります。また、団塊

の世代が後期高齢者となる 2025 年や、団塊ジュニア世代が高齢者となる 2045 年に向

けて、粕屋町においても高齢化が進み、特に独居高齢者や認知症等の支援を必要とする高

齢者の数が増えていくことが予想されます。 

その中で、誰もが住み慣れた家庭や地域で生活していけるよう、「地域包括ケアシステム」

を深化・推進を図ることや、地域で支え合える人的基盤を整えることが重要になっていま

す。 

また、制度の持続可能性を維持し、限りある社会資源を効率的かつ効果的に活用するた

めに、粕屋町の状況に応じた適切な介護サービス基盤を整備していきます。 

粕屋町では、第５次総合計画におけるまちづくりの目標として、「誰もが安心して幸せに

暮らせるやすらぎのまち」を掲げ、すべての町民が、地域社会の一員として互いに支え合

い、共に生きる、地域共生社会の実現を目指しています。 

この町の上位計画である総合計画の目標に基づき、健常な方や支援・介護を必要とする

方などすべての高齢者が、自分らしく、生きがいを持ち、住み慣れた粕屋町で毎日を安心

して幸せに送ることができるよう、第８期となる本計画の基本理念を「高齢者が安心して

幸せに暮らせるやすらぎのまちづくり」と定めます。 

今回の計画では次の５つの基本目標を掲げ、特に認知症ケア体制の整備に力を入れ、高

齢者が地域で安心して幸せに暮らせるようなまちづくりを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
高齢者が安心して幸せに暮らせるやすらぎのまちづくり 
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２．基本目標 

基本理念を実現するために、以下の５つの基本目標を掲げて取り組みます。 

 

基本目標１ 高齢者の地域生活支援 

高齢者が、住み慣れたまちで生きがいを持ち、健康かつ安全・安心に暮らし続けていく

ことができるような支援を進めていきます。また、高齢者を「支える側」「支えられる側」

に区別することなく、地域の中で共に支え合うことのできる支援体制の構築を進めていき

ます。 

 

基本目標２ 介護予防・日常生活支援総合事業の推進 

国の第 8 期計画策定指針に示された、「介護予防・健康づくり施策の充実・推進」に向け

て、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な取り組みを進め、高齢者の健康増進と介護予

防、要介護状態の重度化を抑制し、住み慣れた地域で生活を継続できるよう支援を行いま

す。 

 

基本目標３ 包括的な支援体制の整備 

地域包括ケアシステムの深化・推進に向け、中心的な役割を果たす地域包括支援センタ

ーの実施事業の充実と、機能強化に向けた取組を進めていきます。 

 

基本目標４ 認知症ケア体制の整備 

認知症施策推進大綱に沿って、「共生」と「予防」を車の両輪としながら施策を推進し、

認知症予防または発症を遅らせ、認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる地域

社会を目指します。 

 

基本目標５ 介護保険事業の適正な運営 

介護保険サービスについて、第８期計画期間内のサービス事業量を適切に見込み、必要

な基盤整備を進めていきます。 

また、介護認定審査や介護給付の適正化に向けた取組を実施し、介護保険制度の適切な

運営を推進します。 

 

 

 

 

 



   

 

３．計画の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基 本 理 念 基 本 目 標 施 策 の 方 向 具 体 的 な 取 組 み 

（１）介護予防把握事業   （４）一般介護予防事業評価事業 

（２）介護予防普及啓発事業 （５）地域リハビリテーション活動支援事業 

（３）地域介護予防活動支援事業 

基本目標３ 
包括的な支援体制の整備 

２ 在宅医療・介護の連携 

２ 介護給付等に要する費用の適正化への取組及び目標設定 

（１）避難行動要支援者支援体制の整備 

（２）福祉避難所の設置 

（３）粕屋町高齢者見守りネットワーク事業 

（４）高齢者のための消費者教育 基本目標１ 
高齢者の地域生活支援 

（１）高齢者の社会参加促進活動 

（２）高齢者福祉の推進 
１ 高齢者の社会参加促進支援 

基本目標５ 
介護保険事業の適正な運営 

（１）介護予防・生活支援サービス 

（２）介護予防ケアマネジメント 

２ 安全・安心のためのしくみづくり 

３ 高齢者の住まい・生活環境のための支援 

４ 地域における担い手の育成 

１ 介護予防・生活支援サービスの推進 

２ 介護予防活動の取組 

（１）高齢者の居住安定のための支援 

（２）公共施設や道路等におけるバリアフリー化の推進 

（３）高齢者の移動支援 

（１）ボランティア活動の支援 

（１）総合相談支援業務 

（２）権利擁護業務 

（３）包括的・継続的ケアマネジメント 

（４）地域包括支援センターの体制の確保 

（５）地域ケア会議の推進 

（６）成年後見制度利用支援事業 

（１）生活支援体制整備事業 

１ 地域包括支援センター事業の充実 

（１）在宅医療・介護連携体制の構築 

３ 生活支援体制の整備 

１ 認知症初期集中支援チームによる支援 

２ 認知症地域支援推進員による支援 

１ 介護保険サービスの見込みと基盤整備 

３ 認知症に関する普及啓発 

基本目標２ 
介護予防・日常生活支援総合事業の推進 

４ 認知症施策の充実 

基本目標４ 
認知症ケア体制の整備 

（１）認知症初期集中支援チームによる支援 

（１）認知症地域支援推進員による支援 

（１）認知症に関する普及啓発 

（１）認知症施策の充実 

高 

齢 

者 

が 

安 

心 

し 

て 

幸 

せ 

に 

暮 

ら 

せ 

る 

や 

す 

ら 

ぎ 

の 

ま 

ち 

づ 

く 

り 
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４．日常生活圏域 

粕屋町の日常生活圏域は、地理的条件、サービス提供施設の整備状況等を踏まえ、町全

体を 1 圏域として設定します。ただし、今後、社会情勢等を踏まえて、必要に応じて圏域

の見直しを行うこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 日常生活圏域の定義 

市町村介護保険事業計画において、当該市町村が、その住民が日常生活を営ん

でいる地域として、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、介護給付

等対象サービスを提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案

して日常生活圏域を定めるものとする。 

 

２ 日常生活圏域の設定 

日常生活圏域はそれぞれの市町村において、小学校区、中学校区、行政区、住

民の生活形態、地域づくりの単位など、面積や人口だけでなく、地域の特性など

を踏まえて設定する。 

日常生活圏域の国の考え方 
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第２部 各 論 

基本目標１ 高齢者の地域生活支援 

高齢者が、いくつになっても住み慣れたまちで暮らしていけるよう、道路交通・防災・

消費者被害・町営住宅など地域課題の把握と解決に取り組みます。 

また、高齢者を「支える側」「支えられる側」に区別することなく、地域の中で共に支え

合うことのできる支援体制の構築を進めていきます。 

 

１．高齢者の社会参加促進支援 

（１）高齢者の社会参加促進活動 担当課：介護福祉課 

サービスの 

内容 

高齢者一人ひとりが知識や経験を活かし、いきいきと暮らすことができるよう、シ

ルバー人材センターや老人クラブ等の関係機関と連携し、高齢者の社会参加や生き

がいづくり、ゆうゆうサロンや老人クラブの「うておうて塾」等の多様な活動の場

づくりを推進するものです。 

今後の展開 

高齢者がいつまでもいきいきと活躍する場が増えるよう、今後も継続して支援を行

います。ゆうゆうサロンや「うておうて塾」等の参加の場が増えるよう、各クラブ

や行政区と連携を図りながら、周知活動に努めます。 

実 績 

 平成 30年度 令和元年度 

ゆうゆうサロン開催箇所 

（箇所） 
24 24 

うておうて塾開催地区（箇所） 10 11 

見込み 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

ゆうゆうサロン開催箇所 

（箇所） 
24 24 25 25 

うておうて塾開催地区（箇所） 7 12 12 13 

 

（２）高齢者福祉の推進 担当課：介護福祉課 

サービスの 

内容 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、ニーズに応じたサービスを提供

します。在宅介護者ねぎらい手当の支給、介護用品の給付を行うものです。※ 

今 後 の 展 開 
今後も事業を必要とする方への周知・説明に改善を加え、常に地域ニーズの変化に

柔軟に対応した新しい事業の展開に取り組みます。 

実 績 
（延べ人数） 

 平成 30年度 令和元年度 

ねぎらい手当支給人数 

（人／年） 
115 113 

介護用品給付受給人数 

（人／年） 
433 496 

見込み 
（延べ人数） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

ねぎらい手当支給人数 

（人／年） 
120 125 130 135 

介護用品給付受給人数 

（人／年） 
556 600 650 700 

※ここでの介護用品とは、紙パンツ・尿とりパッド等の、排泄ケアに関する介護用品のこと。 
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２．安全・安心のためのしくみづくり 

（１）避難行動要支援者支援体制の整備 担当課：協働のまちづくり課 

サービスの 

内容 

災害時に自力で避難することが困難であり、手助けが必要な方について、あらかじ

め町に登録をしておくことで、避難情報等が発令された場合に、自主防災組織など

の地域の方や関係機関で協力して、その方の避難の手助けをする制度です。 

今後の展開 

避難行動要支援者を誰が助けに行き、どのルートを通ってどの避難所に行くかなど

の個別避難計画を、自主防災組織を中心とした地域全体で作り上げ、避難行動要支

援者の避難に繋げます。 

また、避難に関する情報を、もれなく全ての住民に伝える情報伝達手段を確立しま

す。 

実 績 

町内における、国の基準を満たす避難行動要支援者の数は 1,444 名であり、そのう

ち関係機関等への情報提供の同意が得られている方は、373名います。更にその中で

も、災害時に誰がサポートを行うかが決定している方は、64 名程です。（※令和２年

10月 16日現在） 

 

（２）福祉避難所の設置 担当課：協働のまちづくり課 

サービスの 

内容 

要配慮者が利用できる施設を福祉避難所として指定し、災害時に対象者を避難させ

るものです。 

今後の展開 
一般の避難所では生活することが困難な要配慮者が利用できる施設と協定を締結

し、災害時に要配慮者が安心して避難所生活ができるよう取組を進めます。 

実 績 
町内において、福祉避難所として指定している施設は、①福祉センター、②特別養

護老人ホーム等 緑の里、③緑の里ショートステイ Kizunaの３カ所です。 

 

（３）粕屋町高齢者見守りネットワーク事業 担当課：介護福祉課 

サービスの 

内容 

県が協定を締結している事業所（郵便局、新聞、ガス、電気、生協、コンビニ）に加

え、町内事業所（ガス販売、葬祭事業所）と見守りに関する協定を締結しており、各

種団体（区長会、民生委員会、協定締結事業所、介護保険関係事業所等）との見守り

ネットワーク運営協議会を、年１回開催しています。 

今後の展開 

見守りの網目を多重化するために、町内の協定締結事業所の増加を目指します。 

また引き続き連携体制の強化を図るため、見守りネットワーク運営協議会を開催し、

警察署や配食サービス事業所、民生委員会、消防団等と連携しながら地域の独居高

齢者等の見守りを行います。 

実 績 

 平成 30年度 令和元年度 

協定締結件数（件） 11 11 

見込み 
 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

協定締結件数（件） 11 12 12 13 
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（４）高齢者のための消費者教育 担当課：地域振興課 

サービスの 

内容 

高齢者を対象に、かすや中南部広域消費生活センターの周知や高齢者見守りネット

ワークとの連携等を行い、消費者被害の拡大防止のための知識を広めるものです。 

今後の展開 

身近な消費生活相談窓口を目指すため、消費者ホットライン（１８８）を周知して

いきます。そのためには、高齢者見守りネットワーク運営協議会と連携し、情報共

有等を行うとともに、県補助金等を活用し、啓発物資の配布などの啓発活動を実施

します。 

実 績 

幅広い年齢層が集まる町内のイベント（文化祭）において、啓発物を配布し、かす

や中南部広域消費生活センターの周知を行いました。 

また、年２回の消費者月間では、同センターの出前講座及び最新の悪質商法の周知

を行いました。 

かすや中南部消費生活センターを設置する５町（粕屋町・志免町・宇美町・須惠町・

篠栗町）で連携し、同センターの周知をするとともに消費者問題について各種イベ

ントや消費者月間において啓発活動を行いました。 

また、消費者トラブルの未然防止及び拡大防止につなげるため、消費者教育の一環

として、ゆうゆうサロンで高齢者向けの出前講座を実施しました。 

 

３．高齢者の住まい・生活環境のための支援 

（１）高齢者の居住安定のための支援 担当課：介護福祉課 

サービスの 

内容 

高齢者に対し、単身での入居許可等の町営住宅入居条件の緩和を行い、居住の安定

を図るものです。 

現在、満 60歳以上の方については、単身での入居は可能です。令和２年４月の改正

民法の施行に合わせ、公営住宅への入居に際して、住居困窮者が入居しやすいよう

に連帯保証人を附さないことにし、身寄りのない高齢者などの住宅確保に努めまし

た。 

今後の展開 今後も、高齢者の居住の安定の確保を図るために必要な施策を講ずるよう努めます。 

実 績 

 平成 30年度 令和元年度 

町営住宅募集回数(回) 3 3 

応募者数（人） 21 14 

見込み 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

町営住宅募集回数(回) 3 3 3 3 

応募者数（人） 30 30 30 30 

 

（２）公共施設や道路等におけるバリアフリー化の 

推進 
担当課：道路環境整備課 

サービスの 

内容 

関係機関との連携や協力を求めながら、公共施設のバリアフリー化を進めるととも

に、道路環境などの整備を行います。 

今後の展開 

高齢者にとって安全で利用しやすいものとなるよう、「高齢者、障害者等の移動等の

円滑化に関する法律（バリアフリー法）」に適合した整備を図ります。 

道路環境の整備は多くの費用や用地の確保が課題になりますが、歩道整備について

は日常的に利用が多い生活道路や通学路等、緊急性の高い箇所から整備を行い、道

路環境の改善に努めます。 

実 績 

県道における歩道の整備については、福岡県に整備の要望を行っています。 

道路環境の整備には、用地の確保が課題になることが多く、歩道の整備が困難な場

合は路面表示等によりドライバーに注意喚起を促す等の対応を行っています。 
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（３）高齢者の移動支援 担当課：介護福祉課 

サービスの 

内容 

高齢者等交通弱者の利便及び地域社会参加の促進を目的として、福祉巡回バス（ふ

れあいバス）の運行を行うものです。 

利用者の要望で、土日運行、大型商業施設への乗り入れも開始し利便性を高めまし

た。 

今後の展開 
高齢者等交通弱者等が、引き続き、安心して地域で生活できるように事業を継続し

ていきます。また、ふれあいバスの周知を行い、利用促進に努めます。 

実 績 

 平成 30年度 令和元年度 

ふれあいバス利用者数(人) 35,258 46,387 

見込み 
 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

ふれあいバス利用者数(人) 30,000 39,000 47,000 50,000 

 

４．地域における担い手の育成 

（１）ボランティア活動の支援 担当課：協働のまちづくり課 

サービスの 

内容 

まちづくり活動支援室がボランティア登録団体と情報交換を行い、それぞれのボラ

ンティア活動ができるように支援します。 

高齢者に関わるボランティアについては、介護福祉課が各種介護予防教室や住民主

体のサービス等の活動の場を支援します。 

今後の展開 

複数の福祉ボランティア団体により、高齢者世帯への訪問や電話による安否確認や、

認知症や高齢者支援についての啓発活動などが行われていますが、会員の高齢化で

活動が縮小したり、仕事が忙しくてボランティア活動が継続できないという現状が

あります。まちづくり活動支援室と連携し、福祉ボランティア団体の活動支援を行

うとともに、福祉ボランティア以外の団体についてもボランティア講座への参加を

勧めるなど、高齢者支援の視点を持った多彩なボランティア活動が展開されるよう

努めます。 

実 績 

ボランティア連絡協議会が年４回発行するボランティアだよりを、広報誌で紹介し

ました。 

介護福祉課が主催するボランティア講座を、まちづくり活動支援室の登録団体や個

人ボランティアに案内しました。 
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基本目標２ 介護予防・日常生活支援総合事業の推進 

高齢者が住み慣れたまちで安心して暮らすための地域づくりを支援し、地域における通

いの場の充実や自立支援に資する取組を推進し、要介護状態になっても生きがい・役割を

持って生活できる環境を構築し、介護予防事業を充実させます。 

介護予防・日常生活支援総合事業（以下、総合事業）は、高齢者の自立支援と介護予防の

推進のため導入され、介護予防・生活支援サービス事業と一般介護予防事業に分けられま

す。総合事業は、介護給付、予防給付以外の部分を担う地域支援事業の中核をなすもので

す。粕屋町の事業別の取組は、以下のとおりです。 

 

介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業） 

① 介護予防・生活支援サービス事業 

 〇訪問型サービス 

 〇通所型サービス 

〇その他の生活支援サービス 

〇介護予防ケアマネジメント（介護予防支援事業） 

 

② 一般介護予防事業 

 〇介護予防把握事業 

 〇介護予防普及啓発事業 

 〇地域介護予防活動支援事業 

 〇一般介護予防事業評価事業 

 〇地域リハビリテーション活動支援事業 

 

※粕屋町の取組（訪問型サービス・通所型サービス） 
 
 

 
 

介
護
予
防
・
生
活
支
援
事
業 

サービス種別 内容 実施事業所 

訪
問
型
サ
ー
ビ
ス 

訪問介護 
訪問サービス事業者が提供する身体

介護、生活援助 
指定事業所 

訪問型サービスＡ 
緩和した基準でサービスを提供 

掃除・洗濯・調理など限定のサービス 

緩和基準指定事業所 

シルバー人材センター 

訪問型サービスＢ 
地域住民が買物同行・ゴミ出し・見守

り等の簡易な支援を実施 

生活支援サポーター 

（社会福祉協議会） 

訪問型サービスＣ 短期集中型の予防サービス リハビリ専門業者 

訪問型サービスＤ 買い物以外の移動同行支援を実施 
生活支援サポーター 

（社会福祉協議会） 

通
所
型
サ
ー
ビ
ス 

通所介護 
通所介護事業者が提供するデイサー

ビス 
指定事業所 

通所型サービスＡ 緩和した基準でデイサービスを提供 緩和基準指定事業所 

通所型サービスＢ 住民主体のサービス ゆうゆうサロン 

通所型サービスＣ 短期集中型の予防サービス 契約医療機関 
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１．介護予防・生活支援サービスの推進 

（１）介護予防・生活支援サービス 担当課：介護福祉課 

サービスの 

内容 

介護予防・生活支援サービスは、高齢者が自立した日常生活を送るための支援を目

的としています。サービスには、訪問型のサービスと通所型のサービスがあり、そ

れぞれ従来型のサービスと緩和した基準によるサービスがあります。 

また、住民主体による支援として生活支援サポーターや地域のサロンを運営してい

ます。 

今後の展開 

多様なサービスとして緩和型サービスを実施していますが、利用者の利便性や事業

の目的を再確認する必要があります。 

ゆうゆうサロンのボランティアは微増していますが、サロンに参加する人は減少し

ています。今後は、新規参加者の募集や、サロンの周知を進めていきます。 

介護予防・生活支援サービスは、要支援者及び事業対象者に対するサービスですが、

今後は、一部の事業では、要介護者が利用することも想定して事業を展開する必要

があります。 

実 績 

 平成 30年度 令和元年度 

生活支援サポーター登録者

（人） 
53 54 

ゆうゆうサロンボランティア 

登録数（人） 
266 247 

ゆうゆうサロン参加者数（人） 638 593 

見込み 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

生活支援サポーター登録者

（人） 
54 60 65 70 

ゆうゆうサロンボランティア 

登録数（人） 
255 260 270 280 

ゆうゆうサロン参加者数（人） 575 600 650 700 

 

（２）介護予防ケアマネジメント 担当課：介護福祉課 

サービスの 

内容 

高齢者の自立支援と要介護状態への悪化防止のために、高齢者自身が住み慣れた地

域で自立した日常生活を送ることができるように支援を行います。適切なアセスメ

ントの実施により、利用者の状況にあわせた目標を設定し、必要なサービスを利用

して目標達成に取り組めるようケアプランを作成します。 

今後の展開 
利用者本人だけでなく、家族や居住環境、生活状況等を踏まえてアセスメントを行

い、利用者の望む暮らしや自立支援に向けた目標を決定します。 

実 績 

 平成 30年度 令和元年度 

介護予防ケアマネジメント

（件） 
669 598 

見込み 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

介護予防ケアマネジメント

（件） 
650 700 750 800 
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２．介護予防活動の取組 

（１）介護予防把握事業 担当課：介護福祉課 

サービスの 

内容 

窓口相談時やゆうゆうサロン等のサービス利用時、家庭訪問等で、基本チェックリ

ストを実施し、事業対象者の把握や早期の介護予防につなげます。 

今後の展開 

窓口等に来所した場合や教室受講者以外にも、必要時独居高齢者、高齢者のみの世

帯などに対し、地域包括支援センター職員が訪問し介護や福祉サービスが必要な対

象者を把握します。 

実 績 
令和２年度は、80歳以上の高齢者を含む２人暮らし世帯を対象に家庭訪問を行いま

した（258件）。 

 

（２）介護予防普及啓発事業 担当課：介護福祉課 

サービスの 

内容 

介護予防教室の日程や内容を記載した「いきいき計画表」を 65 歳以上対象者に配布

し、介護予防の啓発に努めます。 

高齢者の体力レベルに応じた各種運動教室や認知症予防教室、音楽教室など様々な

ジャンルの教室を実施します。 

今後の展開 

介護予防教室では、新規参加者数が伸び悩んでいます。いきいき計画表以外に個別

案内や、広報、ホームページを活用し、介護予防活動について広く啓発します。教室

の内容は、介護予防のための専門職が関与し、認知症予防施策等の他の事業との連

携についても充実させます。 

また、介護予防教室については、事業の評価を行い、PDCAサイクルに沿って実行し

ていきます。 

高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施が求められる中、通いの場へのアウトリ

ーチや歯科衛生士や管理栄養士等の専門職が通いの場に関与し、オーラルフレイル

や低栄養の予防を行う必要があります。 

実 績 

 平成 30年度 令和元年度 

通いの場の参加者 

（介護予防教室等参加者）

（人） 

932 930 

65 歳以上の通いの場の参加率

（％） 
11.0 10.9 

見込み 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

通いの場の参加者 

（介護予防教室等参加者）

（人） 

675 850 900 950 

65 歳以上の通いの場の参加率

（％） 
7.8 9.7 10.1 10.6 
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※粕屋町の取組み（介護予防教室） 

介護予防教室 特徴 

元気プラス講座 

しゃんしゃん教室 

らく・楽プール教室 

粕屋元気ばい教室 

体幹エクササイズ教室 

てくてく健康ひろば 

運動の強度に分けたコースや送迎付きの教室を設けている 

お口から元気教室 口腔・嚥下に特化した内容の教室 

脳若トレーニング教室 認知症予防の教室 

奏でようかすやメロディ 音楽や歌、楽器を使った介護予防教室 

 

（３）地域介護予防活動支援事業 担当課：介護福祉課 

サービスの 

内容 

粕屋町のサポーター活動として、生活部、運動部、サロン部、ＩＴ部という住民ボラ

ンティアの育成を行っています。また、サポーターポイント制度を実施し、介護予

防教室への参加や自分自身が健康増進のために運動、ボランティア活動を行った場

合にポイント付与するような事業を行っています。 

今後の展開 

元気な高齢者には虚弱な高齢者の支え手となってもらい、高齢者が役割をもって生

活し、健康維持や介護予防につながるように支援します。 

今後は、実際にサポーターとして活動する人の定着が課題です。 

実 績 

 平成 30年度 令和元年度 

かすサポ運動部登録者（人） 51 55 

サポーターポイント申請者

（人） 
384 399 

見込み 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

かすサポ運動部登録者（人） 55 60 65 70 

サポーターポイント申請者

（人） 
420 450 480 500 

 

（４）一般介護予防事業評価事業 担当課：介護福祉課 

サービスの 

内容 

介護予防教室等の参加者の体力測定やアンケート等を実施し、事業の評価を行いま

す。 

今後の展開 
事業評価の結果を活かし、ＰＤＣＡサイクルが適切に機能しているか検証を行いま

す。 

実 績 
一般介護予防教室とゆうゆうサロン参加者の体力測定やアンケートを実施し、フレ

イルの評価を行いました。 
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（５）地域リハビリテーション活動支援事業 担当課：介護福祉課 

サービスの 

内容 

高齢者の筋力低下は、転倒等のリスクが高まるだけでなく、認知機能の低下につな

がるため、通いの場等で筋力低下や認知機能の低下を予防します。作業療法士が地

区公民館等で行われる「ゆうゆうサロン」を巡回し、介護予防のための講話や運動

指導を実施しています。 

今後の展開 
現在は、体幹及び下肢の筋力低下の予防を目的としていますが、今後は、口腔機能

の低下等にも着目していきます。 

実 績 

 平成 30年度 令和元年度 

ゆうゆうサロン開催数（回） 240 233 

見込み 
 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

ゆうゆうサロン開催数（回） 240 240 240 240 
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基本目標３ 包括的な支援体制の整備 

地域包括ケアシステムの中核的な機関として期待される地域包括支援センターは、高齢

者の総合相談支援業務、権利擁護業務、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務、介護

予防ケアマネジメント業務を実施しています。 

その中でも、地域課題の解決や地域のニーズに対応し、課題を町の施策に繋げていくこ

とが求められており、包括的な支援体制を整備するために、保健師、社会福祉士、主任介

護支援専門員の 3職種を適正に配置し、センターとしての総合的な機能強化を図る必要が

あります。 

また、地域包括支援センターの運営については、市町村が設置する地域包括支援センタ

ー運営協議会の意見を踏まえて、公正かつ中立な運営を確保することが求められています。 

１．地域包括支援センター事業の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・自宅 

・有料老人ホーム等 

・認知症初期集中支援チーム 

・認知症地域支援推進員 

・認知症カフェ 

・認知症サポーター養成講座 

・認知症高齢者等捜してメール 

・介護給付等費用適性化事業 

（ケアプラン点検） 

介護給付 

・うておうて塾 

・緊急通報装置の貸付 

・ねぎらい手当 

・介護用品給付 

・福祉避難所の設置 

① 自立支援型 

② 政策形成型 

地域ケア会議 

・老人福祉施設入所の支援 

・高齢者虐待への対応 

・消費者被害への対応 

・成年後見制度利用支援事業 

権利擁護 

包括的支援事業 

（介護福祉課、地域包括支援センター 

社会福祉協議会） 

相談支援・連携 

医療ケア 

医療サービスの提供 通所・入所  

介護サービスの提供 通院・入院 

・粕屋医師会に委託 

（住民啓発講座、多職種 

     連携のための研修会） 

在宅医療・ 

介護連携 

医療 介護 

生活支援 

介護予防 

住まい 

・地区との意見交換会 

・かすサポ生活部チャレンジ講座 

・かすサポ運動部チャレンジ講座 

・かすサポＩＴ部チャレンジ講座 

・かすサポ運動部スキルアップ講座 

・ボランティア講座 

 

・通所型サービス 

・訪問型サービス 

・介護予防ケアマネジメント 

・介護予防教室 

・ゆうゆうサロン 

・いきいき計画表配布 

・地域リハビリテーション事業 

認知症施策 

・地域包括支援センター 

・ケアマネジャー 

 相談業務やサービスのコーディネートを行います。 

高齢者福祉 生活支援体制整備 介護予防・日常生活 

支援総合事業 
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（１）総合相談支援業務 担当課：介護福祉課 

サービスの 

内容 

高齢者や家族の心配事の各種相談を受けて、地域における適切なサービス、関係機

関につなげるなどの支援を行うものです。 

相談内容としては、介護や福祉に関する内容のほか、健康や医療に関すること、成

年後見に関する相談等があります。 

地域包括支援センターでは、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員が中心とな

り、高齢者の健康保持、生活の安定、介護相談等の相談支援業務を行っています。 

今後の展開 

正規職員の人数が少ないことや経験が浅い職員が多いことから、十分に時間をかけ

て対応ができているとは言えません。今後、正規職員の確保に努めることに加えて、

限られた職員で総合相談等に対応するために、個々のスキルアップと連携強化を図

ります。 

実 績 

 平成 30年度 令和元年度 

相談件数（件） 1,999 1,483 

見込み 
 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

相談件数（件） 1,600 1,700 1,800 1,800 

 

（２）権利擁護業務 ①老人福祉施設入所の支援 担当課：介護福祉課 

サービスの 

内容 

様々な理由により、現在の住まいで生活することが著しく困難であるか、やむを得

ない事情等により、新しい住まいに移ることが出来ない高齢者を、住まいや適切な

サービスに繋がるまでの間、老人福祉施設への入所支援を行うものです。 

今後の展開 

高齢者数の増加に伴い、虐待等の困難事例の相談が増加することが予想されます。 

速やかにチーム対応を行い、少しでも住み慣れた住まいで生活ができるよう、適切

なサービスへ繋げるとともに、その家族へのケアにも努めます。 

実 績 

 平成 30年度 令和元年度 

権利擁護・相談（件） 5 4 

見込み 
 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

権利擁護・相談（件） 3 3 4 4 

 

（２）権利擁護業務 ②高齢者虐待への対応 担当課：介護福祉課 

サービスの 

内容 

高齢者の虐待について相談・通報があった際に、速やかに高齢者の安全及び事実確

認を行い、虐待の有無を判断し、事案に即した適切な対応を行うものです。 

今後の展開 

虐待疑いの相談・通報があった場合、介護支援専門員、介護サービス提供事業者等

の関係機関と連携し、情報を整理しながら対応策を検討し、適切なサービス等に繋

げることにより虐待原因の解消に努めます。 

また、原因の解消後も定期的な見守りを行い、本人及び家族等の心身のケアを行い

ます。 

実 績 

 平成 30年度 令和元年度 

高齢者虐待事案（件） 8 9 

見込み 
 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

高齢者虐待事案（件） 11 12 12 13 
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（２）権利擁護業務 ③消費者被害への対応 担当課：地域振興課 

サービスの 

内容 
高齢者が被害に遭った場合の相談で、再発防止のための情報提供を行うものです。 

今後の展開 
被害事例や悪質な手口の情報について、今後も高齢者が多く集まる場（ゆうゆうサ

ロン等）を利用し、再発防止のための啓発活動を行います。 

実 績 

 平成 30年度 令和元年度 

消費者被害相談（件） 1 0 

見込み 
 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

消費者被害相談（件） 0 1 5 5 

 

（３）包括的・継続的ケアマネジメント 担当課：介護福祉課 

サービスの 

内容 

包括的・継続的マネジメントを行うために、関係機関の多職種と連携し、介護支援

専門員が介護保険以外のサービスを含む様々な社会資源を活用できるように、地域

の連携・協力体制を整備するものです。また、介護支援専門員が抱える支援困難事

例について、地域包括支援センターの職員が個別相談や助言を行います。 

今後の展開 
研修では、介護支援専門員のスキルアップを図るだけでなく、介護保険における保

険者の自立支援に向けた指針等を啓発していきます。 

実 績 

 平成 30年度 令和元年度 

支援困難事例への相談指導 

（件） 
9 8 

多職種連携研修会参加者

（人） 
188 77 

事例検討会（開催数） 2 2 

見込み 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

支援困難事例への相談指導 

（件） 
10 10 10 10 

多職種連携研修会参加者

（人） 
※令和２年度より糟屋地区で実施。町内のみの参加者は把握で

きない 

事例検討会（開催数） 2 2 2 2 
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（４）地域包括支援センターの体制の確保 担当課：介護福祉課 

サービスの 

内容 

地域包括支援センターは、包括的支援事業を実施するほか、総合事業や任意事業を

実施しています。地域包括ケアシステムの更なる深化に向け、介護保険施行規則に

定める基準に基づき、保健師、主任介護支援専門員、社会福祉士の３職種を配置し、

地域包括支援センターの業務が適切に提供されるような体制を整備します。 

今後の展開 

地域包括支援センターには、保健師、主任介護支援専門員、社会福祉士の３職種を

配置することが義務づけられていますが、それぞれ専門職であるため、確保が難し

く常に欠員が出ています。 

虐待対応や成年後見制度の実務が増加しており、今後国が目指す認知症施策である

チームオレンジの構築など、社会福祉士の正規職員の必要性が増しています。 

今後は、条例等に基づく適正な職員確保に努めるとともに、専門職以外の事務職員

の確保や離職・欠員の原因を把握し、働きやすい職場環境を作ります。 

実 績 
保健師、主任介護支援専門員、社会福祉士の３職種を配置し、高齢者の総合相談、

権利擁護業務、包括的・継続的ケアマネジメント事業等を行いました。 

 

（５）地域ケア会議の推進 担当課：介護福祉課 

サービスの 

内容 

個別ケースを検討する地域ケア会議は、医療・介護・福祉の専門職をはじめ、地域

の多様な関係者が参加し、介護支援専門員のケアマネジメント支援を通じて、地域

課題を把握し、解決に向け高齢者を地域全体で支援していくことを目的としたもの

です。ケース検討で共有した地域課題を地域包括支援のネットワーク構築や地域資

源の開発、政策形成につなげていくことが求められています。 

今後の展開 

地域ケア会議のスムーズな運営のため、地域ケア会議の事前研修会を行います。ま

た、地域包括ケア政策形成会議の実施に向け地域ケア会議の回数を増やし、より多

くの事例を収集し地域課題を抽出していきます。 

実 績 

 平成 30年度 令和元年度 

地域ケア会議（開催数） 6 6 

地域ケア会議評価会議 

（開催数） 
4 3 

地域包括ケア政策形成会議

（開催数） 
0 0 

見込み 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

地域ケア会議（開催数） 6 12 12 12 

地域ケア会議評価会議 

（開催数） 
6 6 6 6 

地域包括ケア政策形成会議

（開催数） 
0 0 0 1 
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（６）成年後見制度利用支援事業 担当課：介護福祉課 

サービスの 

内容 

判断能力が不十分な認知症高齢者で、成年後見制度が必要な方に対して、審判請求

に係る手続きや費用の助成等を行うものです。 

成年後見制度の利用を検討する高齢者や、既に判断能力が不十分な高齢者の家族か

らの利用相談窓口を設けることにより、成年後見制度の利用促進を図ります。家族

からの支援を受けられない方に対しては、町長による成年後見申し立てを行うこと

により、本人の財産や権利を守ります。 

今後の展開 

今後も相談件数の増加や多様化が予測されます。それらに対応するために職員研修

に参加するなど、知識の向上と対応体制を充実させるとともに、申立の際は、基準

に則して的確かつ迅速に対応します。 

実 績 

 平成 30年度 令和元年度 

相談（件） 71 18 

町長申立（件） 1 1 

見込み 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

相談（件） 20 25 30 35 

町長申立（件） 2 2 3 3 

 

２．在宅医療・介護の連携 

（１）在宅医療・介護連携体制の構築 担当課：介護福祉課 

サービスの 

内容 

高齢者が、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、在宅医療

と介護を一体的に提供するための連携を推進します。 

令和元年度から、１市７町で粕屋医師会に業務委託し、住民啓発講座を実施してい

ます。 

今後の展開 

住民啓発講座については、人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関

するガイドラインを参考に、人生の終末期医療ケア（ＡＣＰ）について考える機会

となるような研修会を実施する予定です。 

実 績 

 平成 30年度 令和元年度 

住民講座等の実施回数（回) 24 1 

見込み 
 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

住民講座等の実施回数（回） 1 1 1 1 
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３．生活支援体制の整備 

（１）生活支援体制整備事業 担当課：介護福祉課 

サービスの内

容 

生活支援体制整備事業は、生活支援コーディネーターが中心となり、高齢者の生活

支援等サービスの体制整備を推進していくことを目的にした事業です。生活支援サ

ービスの担い手の養成支援や、関係者間の情報共有等の多様な取組のコーディネー

ト業務を実施することにより、高齢者の生活支援や、介護予防サービスの体制を推

進するものです。 

今後の展開 

今後、高齢者人口が増加し、訪問型サービスの不足が懸念されており、住民主体の

生活支援サービスの担い手となる人材育成が重要になっています。事業の充実のた

めにも生活支援コーディネーターを専任にする必要があります。 

実 績 

 平成 30年度 令和元年度 

生活支援コーディネーター 

（人） 
1 1 

支援地区（箇所） 6 8 

見込み 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

生活支援コーディネーター 

（人） 
1 1 1 1 

支援地区（箇所） 8 10 12 14 
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基本目標４ 認知症ケア体制の整備 

高齢化に伴い、認知症高齢者も増加しています。誰もが認知症について、正しく理解し、

自分自身のこととして考えることで、認知症の方やその家族が住み慣れた地域で自分らしく

安心して生活することができます。地域の見守り体制の構築や家族で抱え込むことのないよ

う相談場所の啓発や相談員の配置、認知症初期集中支援チームの活動が期待されています。 

また、令和元年 6 月に示された「認知症施策推進大綱」では、認知症の方が、尊厳と希望

を持って生きることができる社会や地域との共生と予防（認知症の発症を遅らせる、進行を

穏やかにする）を柱としています。 

 粕屋町でも認知症の早期発見や認知症バリアフリーに向けた啓発事業、認知症予防に効果

的な活動（一般介護予防教室、ゆうゆうサロン等）を充実していきます。 

 

１．認知症初期集中支援チームによる支援 

（１）認知症初期集中支援チームによる支援 担当課：介護福祉課 

サービスの 

内容 

認知症の方が住み慣れた地域で暮らせるように、本人やその家族に早期に関わるた

め、認知症初期集中支援チームを設置し、早期診断、早期対応に向けた活動を行う

ものです。チーム員は、医師、看護師、保健師、社会福祉士等の多職種により構成さ

れ、２か月に１度認知症初期集中支援チーム員会議を開催します。 

今後の展開 

認知症が疑われる方や家族を専門職がサポートし、適切な治療に結び付けるだけで

なく、認知症推進員と連携して、地域住民が認知症の方やその家族に対して適切な

助言ができるような地域づくりを目指します。 

実 績 

 平成 30年度 令和元年度 

認知症初期集中支援チーム

（数） 
1 1 

認知症初期集中支援 

チーム員会議（開催数） 
6 5 

見込み 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

認知症初期集中支援チーム

（数） 
1 1 1 1 

認知症初期集中支援 

チーム員会議（開催数） 
5 6 6 6 
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２．認知症地域支援推進員による支援  

（１）認知症地域支援推進員による支援 担当課：介護福祉課 

サービスの 

内容 

認知症の人やその家族を支援するために、認知症相談員を配置し、地域包括支援セ

ンター以外にも民間の事業者に相談員を依頼しています。また、認知症カフェ等、

地域における支援体制の構築と認知症ケアの向上を目的とした活動を行います。 

今後の展開 

認知症の方やその家族、認知症に関心がある方を対象に認知症カフェを定期的に開

催していますが、参加者数が伸び悩んでおり、啓発方法や開催場所等について検討

します。 

実 績 

 平成 30年度 令和元年度 

認知症地域支援推進員（人） 2 2 

認知症カフェ（開催回数） 36 32 

見込み 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

認知症地域支援推進員（人） 2 2 2 2 

認知症カフェ（開催回数） 20 24 24 24 

 

３．認知症に関する普及啓発 

（１）認知症に関する普及啓発 担当課：介護福祉課 

サービスの 

内容 

認知症サポーター養成講座の開催やキャラバンメイトとの協働、認知症ケアパス（認

知症ガイドブック）の作成を行い、認知症に関する啓発を行います。 

今後の展開 

認知症に対する関心が高まっており、認知症の方が認知症と共に住み慣れた地域で

生活することができるように、サポーター養成講座や認知症に関する講座を実施し

ます。また、誰もが認知症になる可能性があり、認知症を自分のこととして捉える

ことができるような啓発事業を展開します。 

認知症サポーター養成講座を修了した方に対し、ステップアップ講座を開催し、チ

ームオレンジを創設していきます。 

実 績 

 平成 30年度 令和元年度 

認知症サポーター養成 

講座（開催数） 
2 3 

認知症サポーター登録（人） 991 1,039 

見込み 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

認知症サポーター養成 

講座（開催数） 
3 3 4 5 

認知症サポーター登録（人） 1,070 1,100 1,150 1,200 
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４．認知症施策の充実 

（１）認知症施策の充実 担当課：介護福祉課 

サービスの 

内容 

認知症の方が行方不明になった際に広く捜索の輪を広げるための「認知症高齢者等

捜してメール事業」や、認知症の方が電車を停めてしまった際などに問われる賠償

責任についての「認知症高齢者等個人賠償責任保険事業」など認知症の方にフォー

カスした施策の充実に取り組むものです。 

今後の展開 
認知症の方及びその家族が安心して暮らせるように、認知症高齢者等捜してメール

や認知症高齢者等個人賠償責任保険、見守りシール等の普及を行います。 

実 績 

 平成 30年度 令和元年度 

認知症高齢者等捜してメール

登録者数（人） 
15 22 

認知症高齢者等個人賠償責任

保険加入者数（人） 
令和元年度 新規事業 13 

見込み 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

認知症高齢者等捜してメール

登録者数（人） 
25 28 31 34 

認知症高齢者等個人賠償責任

保険加入者数（人） 
14 15 16 17 
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基本目標５ 介護保険事業の適正な運営 

介護保険サービスについて、第８期計画期間内のサービス事業量を適切に見込み、必要な

基盤整備を進めていきます。また、サービス事業量については、新型コロナウイルス感染症

による影響を考慮して推計を行いました。  

また、介護給付等に要する費用の適正化に向けた取組目標を設定することで、介護保険制

度の適切な運営を推進します。 

 

１．介護保険サービスの見込みと基盤整備 

（１）人口・要介護認定者数の推計 

①人口推計 

「日本の地域別将来推計人口」（補正）によると、総人口は令和２年度で 48,212 人で

あり、本計画の最終年度となる令和５年度には49,618人になるものと見込まれています。 

第１号被保険者数も、令和２年度の 8,690 人から 8,922 人へと、増加が見込まれてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 資料：厚生労働省 地域包括ケア「見える化」システム 

（単位：人、％）

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 2025年 2040年
47,071 47,641 48,212 48,681 49,149 49,618 50,557 54,262
8,367 8,531 8,690 8,769 8,845 8,922 9,078 11,900

65～74歳 4,522 4,546 4,568 4,450 4,330 4,211 3,972 6,232
75歳以上 3,845 3,985 4,122 4,319 4,515 4,711 5,106 5,668

15,440 15,796 16,152 16,492 16,833 17,173 17,855 17,897

17.8% 17.9% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0% 21.9%

推計

高齢化率

総人口
第1号被保険者数

第2号被保険者数
（40～64歳）

4,522 4,546 4,568 4,450 4,330 4,211 3,972

6,232

3,845 3,985 4,122 4,319 4,515 4,711 5,106

5,6688,367 8,531 8,690 8,769 8,845 8,922 9,078

11,900

17.8% 17.9% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0%

21.9%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

22.0%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 2025年 2040年

（人） 前期高齢者 後期高齢者 高齢化率

推計
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②要介護認定者数の推計 

第１号被保険者に占める要介護認定者数は、令和２年度で 1,282人であり、本計画の最

終年度となる令和５年度には 1,418 人に増加することが見込まれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：厚生労働省 地域包括ケア「見える化」システム 

160 180 166 180 187 195 203 258
112 120 151 166 170 177 190

251284 291 291 273 282 291 310

417
216 215 218 233 240 246 261

363

158 163 172 187 194 199 
213

305

161 163 173 184 192 197 
209

299

120 110 111 108 111 113 
122

170

1,211 1,242 1,282 1,331 1,376 1,418
1,508

2,063

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 2025年 2040年

（人）
要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

推計実績

（単位：人、％）

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 2025年 2040年

8,367 8,531 8,690 8,769 8,845 8,922 9,078 11,900

1,211 1,242 1,282 1,331 1,376 1,418 1,508 2,063

要支援１ 160 180 166 180 187 195 203 258

要支援２ 112 120 151 166 170 177 190 251

要介護１ 284 291 291 273 282 291 310 417

要介護２ 216 215 218 233 240 246 261 363

要介護３ 158 163 172 187 194 199 213 305

要介護４ 161 163 173 184 192 197 209 299

要介護５ 120 110 111 108 111 113 122 170

認定率 1,211 1,242 1,282 1,331 1,376 1,418 1,508 2,063

23 33 25 28 28 29 31 31

1,234 1,275 1,307 1,359 1,404 1,447 1,539 2,094

認定者数
（第２号被保険者）

認定者　合計

実績 推計

高齢者人口
（65歳以上）
認定者数
（第１号被保険者）
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（２）介護保険サービス事業量の推計 

第８期計画期間（令和３年度～令和５年度）を中心に、団塊の世代が 75 歳以上となって

高齢化が一段と進む 2025 年（令和７年）、第２次ベビーブーム期（1971 年～1974 年）

に生まれた世代が 65 歳以上となる 2040 年（令和 22 年）を見据えて、給付の現状とそれ

に基づく将来見通しを把握するための推計を行いました。 

推計手順の概略は、以下のとおりです。 

 

【推計の手順】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 給付実績の整理（平成 30年度～令和２年度見込） 

② 人口・高齢者人口・要介護認定者数の推計 

（「日本の地域別将来推計人口」（補正）による推計） 

③ 施設・居住系サービス等の見込量の推計 

①（第７期計画期間のサービス給付の状況）と②及び第８期計画期間内の施設整備計画

等をもとに、サービス利用者数を推計 

④ 在宅サービス等の見込量の推計 

推計された認定者数から施設・居住系サービスの利用者数を除いて算出した標準的居宅

サービス等対象数を対象に、近年の実績をもとにした居宅サービス等の利用率を乗じて算

出 

⑤ 推計した見込量について介護報酬改定率等を調整 

⑥ 調整後の見込量等をもとに保険料を推計 
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①施設サービスの見込み 

１）介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

常時介護を必要とする要介護者の生活の場として、介護や食事、入浴等の日常生活上の

支援が行われる施設です。制度改正により平成 27 年４月以降、原則として中・重度の要

介護認定者（要介護３以上）が入所する施設となりました。第 7 期計画で整備した施設が

稼働するため、令和３年度より利用人数が増加すると見込んでいます。 

＜介護老人福祉施設＞ 

項目／年度 

実績数値 見込み 計画数値 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

利用人数（人／月） 73  70  70  130  141  150  

 

 

２）介護老人保健施設 

介護老人保健施設は、在宅への復帰を目標として要介護高齢者を対象に、リハビリテー

ションや介護・看護を中心にした医療ケアと日常生活の支援を行う施設です。 

＜介護老人保健施設＞ 

項目／年度 

実績数値 見込み 計画数値 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

利用人数（人／月） 108  106  95  96  96  96  
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３）介護療養型医療施設・介護医療院 

介護療養型医療施設は、長期間にわたる療養が必要な要介護認定者が、介護体制の整っ

た医療施設で、療養上の管理、看護、医学的な管理の下での介護、機能訓練、その他必要な

医療等を受けられます。 

この施設の廃止についての経過措置期間は６年間延長され、2023 年度末までに介護医

療院等への転換が推進されています。 

介護医療院は、慢性期の医療・介護ニーズへの対応のため、「日常的な医学管理が必要な

要介護者の受け入れ」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施設」としての機能を

兼ね備えた新たな介護保険施設として創設されるものです。 

＜介護療養型医療施設・介護医療院＞ 

項目／年度 

実績数値 見込み 計画数値 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

介護療養型医療施設 

利用人数（人／月） 
14  6  2  0  0  0  

介護医療院 

利用人数（人／月） 
2  13  22  34  34  34  

 

【参考】粕屋町内の住宅型有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅の状況 

 施設数 定員数合計 

住宅型有料老人ホーム ３施設 75名 

サービス付き高齢者向け住宅 ０施設 ０名 

 

②居宅サービス事業量の推計 

１）訪問介護 

訪問介護は、在宅で介護を受ける方に、ホームヘルパーによる入浴・排せつ・食事等の

介護、その他の日常生活上の支援を行います。介護予防訪問介護は、平成 27 年度から介

護予防・日常生活支援総合事業に移行しています。 

＜訪問介護＞ 

項目／年度 

実績数値 見込み 計画数値 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

利用回数（回／月） 2,834  3,144  3,639  4,086  4,176  4,227  

利用人数（人／月） 153  153  155  161  163  165  
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２）訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護 

訪問入浴介護は、在宅で介護を受ける方の家庭を訪問し、移動式の浴槽を提供して看護

職員や介護職員が入浴の介護を行います。 

＜訪問入浴介護＞ 

項目／年度 

実績数値 見込み 計画数値 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

利用回数（回／月） 25  44  93  36  37  44  

利用人数（人／月） 4  7  9  9  9  10  

＜介護予防訪問入浴介護＞ 

項目／年度 

実績数値 見込み 計画数値 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

利用回数（回／月） 0  0  0  0  0  0  

利用人数（人／月） 0  0  0  0  0  0  

 

 

３）訪問看護、介護予防訪問看護 

訪問看護は、在宅で看護を受ける方に、看護師・保健師、理学療法士・作業療法士等の専

門職が、療養上の支援又は必要な診療の補助を行います。 

＜訪問看護＞ 

項目／年度 

実績数値 見込み 計画数値 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

利用回数（回／月） 742  793  858  856  894  947  

利用人数（人／月） 88  94  95  101  106  112  

＜介護予防訪問看護＞ 

項目／年度 

実績数値 見込み 計画数値 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

利用回数（回／月） 57  48  41  42  41  41  

利用人数（人／月） 10  10  10  10  10  10  
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４）訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション 

訪問リハビリテーションは、在宅で介護を受ける方に、理学療法、作業療法その他必要

なリハビリテーションを行うことにより、心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立を

助けることを目的としています。 

＜訪問リハビリテーション＞ 

項目／年度 

実績数値 見込み 計画数値 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

利用回数（回／月） 139  168  239  343  385  385  

利用人数（人／月） 11  13  18  24  27  27  

＜介護予防訪問リハビリテーション＞ 

項目／年度 

実績数値 見込み 計画数値 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

利用回数（回／月） 11  9  8  17  17  17  

利用人数（人／月） 1  1  1  1  1  1  

 

 

５）居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導 

居宅療養管理指導は、通院が困難な利用者の居宅を訪問し、その心身の状況、置かれて

いる環境等を把握のうえ、療養上の管理及び指導を行うものです。サービスは、医師、歯

科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士等が訪問して行います。 

＜居宅療養管理指導＞ 

項目／年度 

実績数値 見込み 計画数値 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

利用人数（人／月） 201  209  196  206  220  229  

＜介護予防居宅療養管理指導＞ 

項目／年度 

実績数値 見込み 計画数値 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

利用人数（人／月） 8  10  6  5  5  5  
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６）通所介護 

通所介護は、施設で入浴、食事の提供・介護、その他の日常生活上の支援、並びに機能訓

練を行います。介護予防通所介護は、平成 27 年度から介護予防・日常生活支援総合事業

へ移行しています。 

また、平成 28 年度から利用定員が 18 人未満の通所介護事業所は地域密着型サービス

へ移行しています。 

＜通所介護＞ 

項目／年度 

実績数値 見込み 計画数値 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

利用回数（回／月） 3,996  4,337  4,008  4,156  4,349  4,528  

利用人数（人／月） 318  337  309  321  333  345  

 

 

７）通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション（デイケア） 

通所リハビリテーションは、介護老人保健施設、病院、診療所等に通い、心身機能の維

持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要な

リハビリテーションです。 

＜通所リハビリテーション＞ 

項目／年度 

実績数値 見込み 計画数値 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

利用回数（回／月） 1,611  1,431  1,279  1,250  1,299  1,333  

利用人数（人／月） 177  167  151  155  161  166  

＜介護予防通所リハビリテーション＞ 

項目／年度 

実績数値 見込み 計画数値 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

利用人数（人／月） 95  100  93  86  86  90  
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８）短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護（特養等ショートステイ） 

短期入所生活介護は、介護老人福祉施設等に短期間入所し、入浴・排せつ・食事等の介

護、その他の日常生活上の支援や機能訓練などを行い、要介護者・要支援者の心身機能の

維持と、介護する家族の負担軽減を目的としています。 

＜短期入所生活介護＞ 

項目／年度 

実績数値 見込み 計画数値 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

利用日数（日／月） 615  700  518  567  597  630  

利用人数（人／月） 69  79  56  56  58  61  

＜介護予防短期入所生活介護＞ 

項目／年度 

実績数値 見込み 計画数値 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

利用日数（日／月） 13  33  2  2  2  2  

利用人数（人／月） 3  3  2  2  2  2  

 

 

９）短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護（老健等ショートステイ） 

短期入所療養介護は、介護老人保健施設、介護療養型医療施設等に短期間入所し、看護、

医学的管理下での介護、機能訓練、その他必要な医療や日常生活上の支援を行い、要介護

者・要支援者の心身機能の向上と、介護する家族の負担軽減を目的としています。 

＜短期入所療養介護＞ 

項目／年度 

実績数値 見込み 計画数値 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

利用日数（日／月） 25  20  5  9  9  9  

利用人数（人／月） 6  5  2  2  2  2  

＜介護予防短期入所療養介護＞ 

項目／年度 

実績数値 見込み 計画数値 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

利用日数（日／月） 1  1  0  0  0  0  

利用人数（人／月） 1  1  0  0  0  0  
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10）福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与 

福祉用具貸与は、心身の機能が低下し、日常生活を営むことに支障のある要介護者・要

支援者の生活上の便宜を図り、機能訓練や自立を助けるため貸与するものです。 

その対象用具には、車いす・じょくそう予防用具・歩行器・つえ等があります。 

＜福祉用具貸与＞ 

項目／年度 

実績数値 見込み 計画数値 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

利用人数（人／月） 347  363  364  395  415  432  

＜介護予防福祉用具貸与＞ 

項目／年度 

実績数値 見込み 計画数値 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

利用人数（人／月） 99  115  127  140  145  151  

 

 

11）特定福祉用具販売、特定介護予防福祉用具販売 

特定福祉用具販売は、入浴又は排せつ用など、他人が使用したものを利用することに、

心理的抵抗があると考えられる福祉用具を購入した要介護者・要支援者に、年間 10 万円

を限度として、かかった費用の原則 9 割を支給します。 

＜特定福祉用具販売＞ 

項目／年度 

実績数値 見込み 計画数値 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

利用人数（人／月） 7 4 3 4 4 4 

＜特定介護予防福祉用具販売＞ 

項目／年度 

実績数値 見込み 計画数値 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

利用人数（人／月） 2 2 4 1 1 1 
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12）住宅改修・介護予防住宅改修 

住宅改修は、要介護者・要支援者の日常生活を支援し、介護の負担を軽減するために、

手すりの取り付けや段差解消、洋式便器への取り替えなど小規模な住宅改修を行った場合

に、20 万円を限度として、かかった費用の原則 9 割を支給します。 

＜住宅改修＞ 

項目／年度 

実績数値 見込み 計画数値 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

利用人数（人／月） 6  4  5  3  3  3  

＜介護予防住宅改修＞ 

項目／年度 

実績数値 見込み 計画数値 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

利用人数（人／月） 4  3  4  5  5  5  

 

 

13）特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護 

特定施設入居者生活介護は、有料老人ホーム、軽費老人ホーム入所者等に、入浴・排せ

つ・食事等の介護、その他の日常生活上の支援や機能訓練を行うことにより、要介護状態

となった場合でも、自立した日常生活を営むことができることを目指すものです。 

＜特定施設入居者生活介護＞ 

項目／年度 

実績数値 見込み 計画数値 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

利用人数（人／月） 30  32  34  34  36  36  

＜介護予防特定施設入居者生活介護＞ 

項目／年度 

実績数値 見込み 計画数値 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

利用人数（人／月） 3  3  3  5  5  5  
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14）居宅介護支援、介護予防支援 

居宅介護支援は、介護支援専門員が本人の心身の状況や生活環境、本人及び家族の希望

をもとに居宅サービス計画（ケアプラン）を作成し、適切な介護サービスが受けられるよ

う、サービス事業者間の連絡・調整を行います。 

介護予防支援は、地域包括支援センターが要支援者の介護予防サービス計画（ケアプラ

ン）を作成し、これらが確実に提供されるようサービス提供機関等との連絡・調整などを

行うものです。 

＜居宅介護支援＞ 

項目／年度 

実績数値 見込み 計画数値 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

利用人数（人／月） 535  547  542  560  585  611  

＜介護予防支援＞ 

項目／年度 

実績数値 見込み 計画数値 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

利用人数（人／月） 156  174  185  196  205  213  
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③地域密着型サービスの見込み 

地域密着型サービスは、今後増加が見込まれる認知症高齢者や中重度の要介護高齢者等

が、できる限り住み慣れた地域での生活が継続できるようにするためのサービスで、市町

村が事業者の指定や監督を行います。施設などの規模が小さいので、利用者のニーズにき

め細かく応えることができます。原則、事業者が所在する市町村に居住する者が利用対象

者となっています。 

 

【地域密着型サービスの種類と整備状況】  

サービス名称 
要介護者の 

利用の可否 

要支援者の 

利用の可否 

施設の有無 

（町内） 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ○ × × 

夜間対応型訪問介護 ○ × × 

認知症対応型通所介護 

（介護予防認知症対応型通所介護） 
○ ○ × 

小規模多機能型居宅介護 

（介護予防小規模多機能型居宅介護） 
○ ○ × 

認知症対応型共同生活介護 

（介護予防認知症対応型共同生活介護）  
○ ○注１ ○ 

地域密着型特定施設入居者生活介護 ○ × × 

地域密着型 

介護老人福祉施設入所者生活介護 
○ × × 

看護小規模多機能型居宅介護 ○ × × 

地域密着型通所介護 ○ × ○ 

注 1：要支援 2の方に限ります。 
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１）定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、定期的な巡回や

随時通報への対応など、利用者の心身の状況に応じて、24 時間 365日必要なサービスを

必要なタイミングで柔軟に提供します。また、サービスの提供にあたっては、訪問介護員

だけでなく看護師なども連携しているため、介護と看護の一体的なサービス提供を受ける

こともできます。本計画期間中に定員 20 名程度の施設を 1施設整備する予定です。 

＜定期巡回・随時対応型訪問介護看護＞ 

項目／年度 

実績数値 見込み 計画数値 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

利用人数（人／月） 0  0  0  0  10  10  

 

 

２）夜間対応型訪問介護 

夜間対応型訪問介護は、夜間の定期的な巡回訪問により又は通報を受けて、要介護者の

居宅へ訪問し、排せつ等の介護、その他の日常生活上の支援を行うサービスです。 

＜夜間対応型訪問介護＞ 

項目／年度 

実績数値 見込み 計画数値 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

利用人数（人／月） 0  0  0  0  0  0  
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３）認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護 

認知症の要介護者・要支援者に対して、通所先の介護職員等が、入浴・排せつ・食事等の

介護、その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うサービスです。 

＜認知症対応型通所介護＞ 

項目／年度 

実績数値 見込み 計画数値 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

利用回数（回／月） 0  0  0  0  0  0  

利用人数（人／月） 0  0  0  0  0  0  

＜介護予防認知症対応型通所介護＞ 

項目／年度 

実績数値 見込み 計画数値 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

利用回数（回／月） 0  0  0  0  0  0  

利用人数（人／月） 0  0  0  0  0  0  

 

 

４）小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護 

要介護者・要支援者の状態や希望に応じて、「通い」、「訪問」、「泊まり」を組み合わせて、

自宅で継続して生活する支援を行うサービスです。 

＜小規模多機能型居宅介護＞ 

項目／年度 

実績数値 見込み 計画数値 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

利用人数（人／月） 6  2  0  0  0  0  

＜介護予防小規模多機能型居宅介護＞ 

項目／年度 

実績数値 見込み 計画数値 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

利用人数（人／月） 1  0  0  0  0  0  
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５）認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護 

（グループホーム） 

認知症の要介護者・要支援者が、小規模な居住空間で共同生活を行い、家庭的な環境と

地域住民との交流のもと、入浴・排せつ・食事等の介護を受け、能力に応じ自立した生活

を支援していくサービスです。 

＜認知症対応型共同生活介護＞ 

項目／年度 

実績数値 見込み 計画数値 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

利用人数（人／月） 40  42  42  46  48  50  

＜介護予防認知症対応型共同生活介護＞ 

項目／年度 

実績数値 見込み 計画数値 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

利用人数（人／月） 0  0  0  0  0  0  

 

 

６）地域密着型特定施設入居者生活介護 

定員 29 人以下の有料老人ホーム等の地域密着型特定施設で、その入居者が入浴・排せ

つ・食事等の介護、その他の日常生活上の支援、機能訓練、健康管理及び療養上の支援を

受けるサービスです。 

＜地域密着型特定施設入居者生活介護＞ 

項目／年度 

実績数値 見込み 計画数値 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

利用人数（人／月） 0  0  0  0  0  0  

 

 

７）地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、定員 29 人以下の特別養護老人ホーム

に入所している要介護者に対して、入浴・排せつ・食事等の介護、その他の日常生活上の

支援、機能訓練、健康管理及び療養上の支援を行うものです。 

＜地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護＞ 

項目／年度 

実績数値 見込み 計画数値 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

利用人数（人／月） 0  0  0  0  0  0  
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８）看護小規模多機能型居宅介護 

小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせ、「訪問」「通い」「泊まり」「訪問看護」

の一元管理により、介護と看護を一体的に提供するものです。本計画期間中に定員 29 名

程度の施設を 1 施設整備する予定です。 

＜看護小規模多機能型居宅介護＞ 

項目／年度 

実績数値 見込み 計画数値 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

利用人数（人／月） 0  0  0  0  29  29 

 

 

９）地域密着型通所介護 

利用定員が 18 人未満の小規模の通所介護です。平成 28 年度から地域密着型に移行し

ています。 

＜地域密着型通所介護＞ 

項目／年度 

実績数値 見込み 計画数値 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

利用回数（回／月） 244  230  186  142  155  155  

利用人数（人／月） 21  22  23  17  18  18  

 

 

  



基本目標５ 介護保険事業の適正な運営 

 

69 

 

【推計結果の総括表（給付費）】 

 

（介護給付） 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 2025年 2040年 

（１）居宅サービス      

 訪問介護 124,156  126,576  128,011  124,693  186,189  

 訪問入浴介護 5,105 5,343  6,415  5,791  8,367  

 訪問看護 49,995  52,245  55,328  55,202  76,185  

 訪問リハビリテーション 11,523  13,015  13,015  13,172  18,327  

 居宅療養管理指導 31,733  33,942  35,348  34,671  48,590  

 通所介護 393,436  414,199  432,545  432,800  599,096  

 通所リハビリテーション 118,110  123,257  126,462  126,135  175,902  

 短期入所生活介護 59,514  62,943  66,291  62,067  87,228  

 短期入所療養介護（老健） 1,671  1,672  1,672  2,508  2,508  

 短期入所療養介護（病院等） 0  0  0  0  0  

 福祉用具貸与 54,313  57,623  60,186  59,606  83,017  

 特定福祉用具購入費 2,020  2,020  2,020  2,020  3,663  

 住宅改修費 2,421  2,421  2,421  2,421  4,161  

 特定施設入居者生活介護 81,565  87,173  87,173  94,080  127,931  

（２）地域密着型サービス      

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 0  25,312  25,312  25,312  50,624  

 夜間対応型訪問介護 0  0  0  0  0  

 認知症対応型通所介護 0  0  0  0  0  

 小規模多機能型居宅介護 0  0  0  0  0  

 認知症対応型共同生活介護 143,252  149,391  155,526  162,014  227,540  

 地域密着型特定施設入居者生活介護 0  0  0  0  0  

 
地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護 
0  0  0  0  0  

 看護小規模多機能型居宅介護 31,787  31,805  31,805  31,805  31,805  

 地域密着型通所介護 15,888  17,575  17,575  15,896  23,565  

（３）施設サービス      

 介護老人福祉施設 433,897  471,255  500,253  500,253  546,948  

 介護老人保健施設 335,544  335,730  335,730  401,662  559,075  

 介護医療院 165,849  165,941  165,941  200,321  322,748  

 介護療養型医療施設 0  0  0      

（４）居宅介護支援 98,480  103,318  107,956  108,477  150,570  

合計 2,160,259 2,282,756 2,356,985 2,460,906 3,334,039 

※給付費は年間累計の金額 

  

（単位：千円） 
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（予防給付） 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 2025年 2040年 

（１）介護予防サービス      

 介護予防訪問入浴介護 0  0  0  0  0  

 介護予防訪問看護 2,837  2,763  2,763  3,134  3,868  

 介護予防訪問リハビリテーション 621  622  622  622  1,244  

 介護予防居宅療養管理指導 867  868  868  868  1,196  

 介護予防通所リハビリテーション 36,189  35,982  37,745  40,277  52,393  

 介護予防短期入所生活介護 162  162  162  243  324  

 介護予防短期入所療養介護（老健） 0  0  0  0  0  

 介護予防短期入所療養介護（病院等） 0  0  0  0  0  

 介護予防福祉用具貸与 10,096  11,305  11,766  12,504  16,284  

 特定介護予防福祉用具購入費 398  398  398  398  398  

 介護予防住宅改修 4,025  4,025  4,025  4,025  4,760  

 介護予防特定施設入居者生活介護 5,373  5,376  5,376  5,376  6,529 

（２）地域密着型介護予防サービス      

 介護予防認知症対応型通所介護 0  0  0  0  0  

 介護予防小規模多機能型居宅介護 0  0  0  0  0  

 介護予防認知症対応型共同生活介護 0  0  0  0  0  

（３）介護予防支援 10,885  11,391  11,835  12,613  16,390  

合計 72,263 72,892 75,560 80,060 103,386 

※給付費は年間累計の金額 

【標準給付費見込額】 

  

 

 

第８期 
2025年 2040年 

合計 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

 総給付費 7,020,715,000  2,232,522,000 2,355,648,000 2,432,545,000 2,540,966,000 3,437,425,000 

 

特定入所者介護サービス費

等給付額（財政影響額調整

後） 

131,385,957  45,715,718  42,188,313  43,481,926  46,243,192  62,921,944  

  
特定入所者介護サービス

費等給付額 
171,826,253  55,466,005  57,302,626  59,057,622  62,812,494  85,464,174  

 
高額介護サービス費等給付

額（財政影響額調整後） 
163,494,845  53,448,282  54,193,397  55,853,166  59,404,300  80,826,904  

  高額医療合算介護サー

ビス費等給付額 
171,720,868  55,431,986  57,267,482  59,021,400  62,773,970  85,411,757  

 
高額医療合算介護サービス

費等給付額 
22,667,947  7,345,193  7,539,768  7,782,986  8,264,018  11,193,448  

 算定対象審査支払手数料 4,777,816  1,548,172  1,589,194  1,640,450  1,741,844  2,359,281  

標準給付費見込額（A） 7,343,041,565  2,340,579,365 2,461,158,672 2,541,303,528 2,656,619,354 3,594,726,577 

（単位：千円） 

（単位：円） 
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④ 地域支援事業 

介護保険の被保険者が要介護状態等になることを予防するとともに、要介護等の状態に

なっても可能な限り自立した生活を営むことができるよう支援すると定義されています。

介護予防・日常生活支援総合事業と包括的支援事業・任意事業に分けられます。 

 

【地域支援事業費の見込み】 

 
第８期 

2025年 2040年 
合計 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

地域支援事業費 440,909,959 144,865,332 147,960,745 148,083,882 145,092,524 165,899,943 

 
介護予防・日常生活支援 

総合事業 
337,002,061 110,229,366 113,324,779 113,447,916 115,559,179 128,058,097 

 包括的支援事業・任意事業 103,907,898 34,635,966 34,635,966 34,635,966 29,533,345 37,841,846 

 

 

介護保険制度 

介護給付（要介護 1～５）、予防給付（要支援 1～２） 

地 
 

 
域 

 
 

支 
 

 

援 
 

 

事 
 

 

業 

介護予防日常生活支援総合事業  （要支援・事業対象者） 

〇介護予防日常生活支援サービス 

 ・訪問型、通所型サービス 

 ・介護予防支援事業（ケアマネジメント） 

〇一般介護予防事業 

包括的支援事業 

〇地域包括支援センターの運営 

 ・第 1 号介護予防支援事業 

 ・総合相談事業 

 ・権利擁護事業 

 ・包括的・継続的ケアマネジメント 

〇社会保障充実分 

 ・在宅医療・介護連携 

 ・生活支援体制整備事業 

 ・認知症総合支援事業 

 ・地域ケア会議推進事業 

任意事業 

〇介護給付費適正化 

〇家族介護支援事業 

〇その他 

 

  

（単位：円） 
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１）介護保険事業費の推計及び保険料の設定 

第１号被保険者の保険料は、町で定める保険料率（基準額×所得段階別の割合）により

算定されます。基準額は、令和３年度から令和５年度までの第１号被保険者・要介護認定

者数の見込み、標準給付費及び地域支援事業費の推計、国が示す保険料算定に必要な係数

等をもとに設定されます。 

 

 
第８期 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 合計 

標準給付費見込額（A） 2,340,579,365 2,461,158,672 2,541,303,528 7,343,041,565 

地域支援事業費（B） 144,865,332 147,960,745 148,083,882 440,909,959 

 
介護予防・日常生活支援 

総合事業費 
110,229,366 113,324,779 113,447,916 337,002,061 

 
包括的支援事業・任意事業

費 
34,635,966 34,635,966 34,635,966 103,907,898 

第１号被保険者負担分相当額

（C） 
   1,790,000,000 

調整交付金相当額（D）    381,000,000 

調整交付金見込額（E）    141,000,000 

介護給付費準基金の残高 

（令和元年度末） 
   216,340,000 

介護給付費準備基金取崩額

（F） 
   210,000,000 

財政安定化基金拠出金見込額

（G） 
   0 

財政安定化基金償還金（H）    0 

審査支払手数料差引額（I）    0 

保険料収納必要額（J） 

Ｃ+Ｄ-Ｅ+Ｇ+Ｈ-Ｆ+Ｉ 
   1,820,000,000 

予定保険料収納率（K）    98.50％ 

弾力化後所得段階別 

加入割合補正後被保険者数

（L） 

   28,071人 

保険料の基準額（月額）    5,400～5,600円 

※見込額の見直しや介護報酬等の改定により変動します。 

 

  

（単位：円） 
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【第１号被保険者保険料（令和３年～５年度）】 

段階 

住民税 

対象者 
基準に対

する割合 

月額

（円） 世
帯 

本
人 

第 1段階 

非
課
税 

非
課
税 

・生活保護受給者 

・老齢年金受給者 0.50  

課
税
年
金
収
入
と
そ
の
他
の
合
計

所
得
金
額
の
合
計 

80万円以下 

第 2段階 120万円以下 0.70  

第 3段階 120万円超え 0.75  

第 4段階 

課
税 

80万円以下 0.90  

第 5段階 80万円超え 
【基準】 

1.00 

 

第 6段階 

課
税 

合
計
所
得
金
額 

120万円未満 1.25  

第 7段階 
120万円以上 

150万円未満 
1.30  

第 8段階 
150万円以上 

200万円未満 
1.40  

第 9段階 
200万円以上 

250万円未満 
1.50  

第 10段階 
250万円以上 

300万円未満 
1.60  

第 11段階 
300万円以上 

350万円未満 
1.80  

第 12段階 
350万円以上 

400万円未満 
1.90  

第 13段階 
400万円以上 

450万円未満 
2.00  

第 14段階 450万円以上 2.20  

 

 

 

 

 

 

  

※第 1～第 3段階の保険料は、公費投入による割合の見直しが段階的に行われ、軽減される事になっています。 

※その他の合計所得金額とは合計所得金額より「年金収入に係る所得額」を控除した額となります。 

※平成 30年度より合計所得金額は所得金額の合計から「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」を

控除した額となります。 

検討中 
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２．介護給付等に要する費用の適正化への取組及び目標設定 

（１）介護認定審査の適正化 

介護認定審査会は、コンピュータによる一次判定結果に基づき、認定調査の特記事項や

主治医意見書の内容を踏まえた二次判定を行い、要介護等状態区分を確定させる機関です。 

介護認定審査会の委員は、保健、福祉、医療の専門家で構成されており、定期的な認定

審査を行っています。 

今後も公平公正な要介護認定を確保するために、定期的な研修会を実施していくことが

必要です。 

 

（２）介護給付の適正化 

「サービス内容の適正化」、「介護費用の適正化」という２つの観点から、国、県、市町村

をはじめ、高齢者介護に関わる様々な主体が連携して、介護給付の適正化に取り組んでい

く必要があります。 

①医療情報突合・縦覧点検 

【取組方針と目標】 

保険者の取組目標 
令和３年度 

目標 

令和４年度 

目標 

令和５年度 

目標 

医療情報突合の実施 
点検月数 

12月 

点検月数 

12月 

点検月数 

12月 

縦覧点検の実施 
点検月数 

12月 

点検月数 

12月 

点検月数 

12月 

 

②福祉用具購入に関する調査、住宅改修に関する調査 

【取組方針と目標】 

保険者の取組目標 
令和３年度 

目標 

令和４年度 

目標 

令和５年度 

目標 

福祉用具購入時の現地調査 3件 3件 3件 

住宅改修時の現地調査 3件 3件 3件 

 

③ケアプラン点検と実地指導 

【取組方針と目標】 

保険者の取組目標 
令和３年度 

目標 

令和４年度 

目標 

令和５年度 

目標 

ケアプランの点検 点検件数 

60件 

点検件数 

60件 

点検件数 

60件 

介護サービス事業所への

実地指導 

実地指導事業所件数 

2件 

実地指導事業所件数 

2件 

実地指導事業所件数 

2件 
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④介護給付費通知 

【取組方針と目標】 

保険者の取組目標 
令和３年度 

目標 

令和４年度 

目標 

令和５年度 

目標 

通知件数 100％ 100％ 100％ 

 

（３）サービスの質の向上 

介護サービスについては、供給量の確保とともに、質の確保を図ることが大切です。サ

ービスの質の確保策としては、介護支援専門員に対して、情報交換会や勉強会、ケアプラ

ン作成研修会等を実施しています。また、介護支援専門員が対応できない処遇の困難事例

については、地域包括支援センターが関わり、その活動を支援しています。 

サービス事業者全体については、事業者が自主的に行う研修会等の支援を行い、事業者

同士の情報交換等による質の向上の支援に取り組んでいます。 

今後も、地域包括支援センターを中心に、介護支援専門員等のサービス従事者に対する

研修等の支援や事業者間のさらなる連携支援に取り組み、サービス従事者の質の確保・向

上に努めます。 

 

（４）相談体制・苦情相談窓口 

地域包括支援センター等の介護福祉課の窓口において、介護保険に関わる相談やサービ

ス利用にかかわる苦情対応に努めます。 

町で対応できない苦情等については、福岡県介護保険審査会や福岡県国民健康保険団体

連合会などの介護保険制度上に位置づけられている苦情対応機関と連携して問題解決に努

めます。 

 

（５）介護保険制度等に関する情報提供 

介護保険制度等の周知については、チラシ・パンフレットの配布や広報・ホームページ

等への掲載などのほかに、介護支援専門員、介護サービス事業者等と連携した情報提供を

行っています。今後も、これらのあらゆる媒体・機会を通じて、介護保険制度や高齢者福

祉施策についての情報提供に努めます。 
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重点施策の指標 

 本町では、介護、医療、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が確保される体制

「地域包括ケアシステム」の推進が重要であることや、認知症施策推進大綱を踏まえ、認知

症は自分自身のこととして考えて行動していく必要があることから、次の３つを第 8期計画

の重点施策として目標を設定し、毎年その達成状況について評価・公表を行います。 

 

１． 地域包括支援センターの充実 

地域包括支援センターの機能を十分に発揮するためには、適正な職員数を確保する必要が

あります。 

保険者の取組目標 
現状 目標 

令和元年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

社会福祉士の正規職員での雇

用（人数） 
0   １ 

 

２． 地域ケア会議の推進 

多職種が専門性を生かし、地域の課題を町の政策に結びつける地域ケア会議を推進します。 

保険者の取組目標 
現状 目標 

令和元年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

地域ケア会議開催数 

（評価会議含む） 
9   18 

地域包括ケア政策会議 

開催数 
0   1 

 

３． 認知症に関する普及啓発 

高齢化が加速する中、誰もが認知症を自分のこととして捉え、認知症について考える機会

や認知症の方やその家族を支える仕組みを構築していきます。 

保険者の取組目標 
現状 目標 

令和元年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

認知症サポーター養成 

講座開催回数 
3   5 

認知症サポーター 

登録者数 
1,039   1,200 
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第３部 計画の推進に向けて 

 

１．計画の周知 

本計画については、町民、各関係機関等の連携・協力のもと推進していく必要があるた

め、広報紙やホームページ等の様々な媒体を通じて周知を行います。また、だれでも閲覧

できるように、町の窓口や福祉関連施設等の関係機関にも設置します。 

 

２．計画の推進体制 

本計画の取組が介護保険や高齢者福祉だけでなく、高齢者の生活全般にかかわることか

ら、庁内体制としては、介護福祉課を中心に関係部署が連携強化し、一体となり計画を推

進します。 

また、医療・介護・介護予防・見守り・生活支援・住まいのサービスを高齢者の状態の変

化に応じて切れ目なく、有機的かつ一体的に提供する地域包括ケアシステムを確立してい

くためには、医療・介護・保健・福祉の関係機関、民生委員、行政区や老人クラブ、ボラン

ティア等、地域で活躍する様々な団体・関係機関の力が不可欠となります。多様な手法や

機会を活用し、幅広い地域の関係機関等との連携・協働による取組を総合的に推進します。 

 

３．計画の進行管理 

本計画に掲げている事業が確実に行われているかを確認するため、進捗状況の点検を行

います。点検結果は、継続して設置する粕屋町高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定協

議会に報告し、評価を行います。 

評価結果については、次年度の取組や次期の計画策定等に活用します。 

 

４．計画の推進に関する留意点 

近年の自然災害の発生状況や、新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ、この計画を

持続可能とするため、防災や感染症対策について支援・応援体制・周知啓発を強化し、

国・県・介護事業所等と連携して柔軟に対応していきます。 

特に、高齢者福祉にとって新型コロナウイルス感染症の影響は大きいことが予測される

ため、より一層注力し問題解決を図っていきます。 

また、今後も計画を推進するにあたり、関係計画との整合性を図るよう配慮します。 

 


